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大刀洗町告示第２号 

 平成26年第17回大刀洗町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成26年２月24日 

                               大刀洗町長 安丸 国勝 

１ 期 日  平成26年３月６日 

２ 場 所  大刀洗町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

平田 信將            黒木 德勝 

後藤 晴一            平山 賢治 

山田 英敏            林  威範 

安丸眞一郎            花等 順子 

平田 一成            森田 勝典 

山内  剛            長野 正明 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

   平成26年 第17回 大 刀 洗 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             平成26年３月６日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成26年３月６日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①検査結果の報告  

         ②委員会所管事務調査の報告  

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 同意第１号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 日程第５ 同意第２号 教育委員会委員の任命について 

 日程第６ 議案第１号 大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

 日程第７ 議案第２号 大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第３号 大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第４号 大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第10 議案第５号 大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第11 議案第６号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第12 議案第７号 大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第13 議案第８号 大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第９号 大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第15 議案第10号 大刀洗町消防団の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第11号 大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部
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を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第12号 大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の制定について 

 日程第18 議案第13号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第19 議案第25号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第20 議案第14号 町道路線の認定について 

 日程第21 議案第15号 平成２５年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第22 議案第16号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第23 議案第17号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第24 議案第18号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第25 議案第19号 平成２６年度大刀洗町一般会計予算について 

 日程第26 議案第20号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第27 議案第21号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

 日程第28 議案第22号 平成２６年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

 日程第29 議案第23号 平成２６年度大刀洗町土地取得特別会計予算について 

 日程第30 議案第24号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①検査結果の報告  

         ②委員会所管事務調査の報告  

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 同意第１号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 日程第５ 同意第２号 教育委員会委員の任命について 

 日程第６ 議案第１号 大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

 日程第７ 議案第２号 大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第３号 大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第４号 大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第10 議案第５号 大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第11 議案第６号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第12 議案第７号 大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第13 議案第８号 大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第９号 大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第15 議案第10号 大刀洗町消防団の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第11号 大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第12号 大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の制定について 

 日程第18 議案第13号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第19 議案第25号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第20 議案第14号 町道路線の認定について 
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 日程第21 議案第15号 平成２５年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第22 議案第16号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第23 議案第17号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第24 議案第18号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第25 議案第19号 平成２６年度大刀洗町一般会計予算について 

 日程第26 議案第20号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第27 議案第21号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

 日程第28 議案第22号 平成２６年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

 日程第29 議案第23号 平成２６年度大刀洗町土地取得特別会計予算について 

 日程第30 議案第24号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

──────────────────────────────
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出席議員（12名） 

１番 平田 信將        ２番 黒木 德勝 

３番 後藤 晴一        ４番 平山 賢治 

５番 山田 英敏        ６番 林  威範 

７番 安丸眞一郎        ８番 花等 順子 

９番 平田 一成        10番 森田 勝典 

11番 山内  剛        12番 長野 正明 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

        議会事務局長 今村 敏則 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 安丸 国勝    副町長 ………………… 佐藤 嘉洋 

教育長 ………………… 倉鍵 君明    総務課長 ……………… 山本  浩 

税務課長 ……………… 東  義一    健康福祉課長 ………… 渡邊 康弘 

地域振興課長 ………… 久次 桂二    産業課長 ……………… 矢野 孝一 

建設課長 ……………… 重松 俊一    子ども課長 …………… 大浦 克司 

会計課長 ……………… 須山りつ子    生涯学習課長 ………… 福永 康雄 

住民課長 ……………… 川原 久明    総務課企画監 ………… 高良 朝子 

総務企画係長 ………… 田中 豊和    財政係長 ……………… 平田 栄一 

監査委員 ……………… 棚町 和幸                      

────────────────────────────── 
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開会 開議午前９時00分 

○議長（長野 正明）  皆さん、おはようございます。ただいまから平成２６年第１７回大刀洗町

議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日、町の広報担当者より、議場内での写真撮影の申し出があっておりますので、これ

を許可いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進めますので、御協力

のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（長野 正明）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、４番、平山賢治議員、

５番、山田英敏議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（長野 正明）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し、協議をいたしております。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。平田一成委員長、登壇して報告をお願いします。

平田委員長。 

○議会運営委員長（平田 一成）  皆さん、おはようございます。３月定例会の初日で、けさはす

がすがしい朝を迎えられたことと思います。議会運営委員長の平田一成でございます。 

 ３月定例会の議会運営について、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。 

 委員会は、平成２６年２月２７日午前９時３０分から協議会室において開催し、出席委員は

５名でした。長野議長及び執行者側から安丸町長、佐藤副町長、山本総務課長の出席を得て協議

をいたしました。 

 会期及び会期日程表をごらんいただきたいと思います。 

 議会運営委員会で協議の結果、本定例会の会期は、３月６日から２０日までの１５日間と決定

いたしました。 

 会期１５日間の内容ですが、まず、本日は議事日程に従って順次議案を上程し、議案審議を進

めていただき、散会後全員協議会が開催されます。 

 各会計の新年度予算については、全議員で構成する予算特別委員会を設置して委員会に付託し

ていただき、１０日月曜、１１日火曜、１２日水曜、１３日木曜に審査していただきます。 



- 8 - 

 ７日金曜、８日土曜、９日日曜は休会といたします。 

 １０日月曜は本会議を再開し、議案７号、１２号、補正予算案４件を審議し、採決をお願いし

たいと思います。 

 １２日水曜午前中は全員協議会が開催されます。 

 １４日金曜は休会といたします。 

 １５日土曜は本会議を再開し、一般質問とさせていただきます。 

 １６日日曜、１７日月曜、１８日火曜、１９日水曜は休会といたします。 

 ２０日木曜は本会議を再開し、議案審議とさせていただきます。 

 以上が、今回の定例会の会期及び会期日程ですが、当町議会の円滑な議会運営ができますよう

ここにお願いをいたしまして、報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  それでは、お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告

どおり、本日から３月２０日までの１５日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。本定例会の会期は、本日から３月２０日までの

１５日間に決定しました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付しました会期日程表のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（長野 正明）  日程第３、諸報告を行います。 

 監査委員より、平成２５年１２月分、平成２６年１月分、２月分の例月出納検査結果報告書の

提出がありました。お手元に写しを配付いたしております。 

 次に、委員会所管事務調査の報告を行います。まず、議会運営委員会の平田一成委員長、登壇

して報告をお願いします。平田委員長。 

○議会運営委員長（平田 一成）  それでは、議会運営委員会の視察報告をさせていただきます。 

 議会運営委員会は、１月３０日、３１日に隣の佐賀県基山町議会と白石町議会を視察研修いた

しました。３０日は、基山町議会に視察しましたが、ここは人口約１万７,０００ぐらいで議員

１３人で、人口比ですると大刀洗町の議員１２人とほぼ同じぐらいでございます。 

 また、一般質問については一問一答方式で、休日議会のときは答弁を含め６０分、また通常議

会のときは７０分という取り決めがなされております。その質問者のほとんどの方が時間いっぱ

いに使われるので、町民への知らせには各質問者の予定時間がきちっと書き込まれております。 

 基山町議会の議会報告会は、２５年７月に第１回が開催され、現在まで４回実施されているそ

うですが、ここでもやはり若者が来る人が少なく、何かいい方法はないものかと言われていまし
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た。これは、どこの報告会でも同じ悩みではないかと感じました。 

 また、議会基本条例の制定については、基山町議会では今後の研究課題だそうでございます。 

 また、一つ変わったといいますか、それは議員にあて職がないということです。というのは、

ただ監事だけは議員さんが１人なっておられるそうでございますが、平成２１年７月に全員協議

会において議員の委員会への就任については、国からの要請は受け入れるが、住民代表、あるい

は学識経験者などということについては、議員は就任しないと取りまとめられています。そして、

平成２１年８月に町長に通知しているそうでございます。 

 続きまして、３１日は白石町議会を視察研修いたしました。 

 この白石町は、旧白石町、有明町、福富町３町が平成１７年１月１日に合併し、町名が白石町

になったそうでございます。３町合併で人口が当初は２万７,９００人ぐらいおったのが、現在

では２万５,３００人ぐらいで、合併当初よりも２,６００名ほど減り、この町でも人口は右肩下

がりと言われておりました。 

 そして、平成１９年の合併当時、１９年の６月の議会で議員提案で、合併当初定数が２６あっ

たのを８人減らし、１８人に次の選挙からと決定されております。今現在１８名の議員を、あと

２名削減するよう区長会より提言があっておるそうで、今後議会で検討するそうでございます。 

 また、白石町議会も、ここも基山町議会と同じで、一般質問は一問一答方式で、時間は少し違

いますが、１人９０分以内とされております。 

 また、ここでは傍聴者には議員と同じ議案書の貸し出しが実施されております。そして、

２２年度からケーブルテレビ放送が定例会の開会日と一般質問の日に開始したということで、傍

聴者が物すごく減ったと言われておりました。 

 また、平成２３年９月議会において、議会基本条例を制定し、議会で可決され、１２月１日か

ら施行されております。ここは、その中に執行部の反問権が設けられております。しかし、今ま

でに２回ほど反問がありましたそうですけれども、スムーズに終わったと聞いております。 

 大刀洗議会でも、おくればせながら昨年の１２月議会で議会基本条例を制定し、可決したとこ

ろです。大刀洗町では反問権はつけておりません。（「つけております」と呼ぶ者あり）失礼し

ました。ごめんなさい、間違いました。それは反問権は取り消します。 

 また、ここでは我々のように各公民館に回って議会報告するのではなく、議会出前講座という

のをやっておられるそうでございます。それは、議会は議会活動を知らせるために、議員が３～

５名に班をつくって町民の皆さんの会合へ議員が出向いて行くということです。 

 集落、あるいは老人会、ＰＴＡなどの会合などがあるときに、開催１４日までに議会申込用紙

において議会事務局へ申し込むこと、そして午前９時から午後９時までの間で、約２時間以内と

いうことを決められておりますし、町内に在住、勤務、在学している１０人以上の団体グループ
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などが申し込むそうでございます。これも一つのいいアイディアだと参考になりました。 

 この白石町は、有明海に面し非常にノリの産地でございますが、ここでお聞きしましたところ

によると、ノリの生産高が年間約２００億円というすばらしい収入源があるようでございます。 

 これで、私の議会運営委員会の報告を終わらせていただきます。 

○議長（長野 正明）  次に、総務文教厚生委員会より報告をお願いします。花等順子委員長。 

○総務文教厚生委員長（花等 順子）  総務文教厚生委員会の活動報告をいたします。 

 １月２８日、１時半から委員会を開き、「介護保険改革と基礎自治体」というタイトルで勉強

会をいたしました。講師は、東京財団の研究員兼政策プロデューサーの三原岳氏です。医療、介

護に特化した国民会議報告書の背景や、国の施策の方向性などについて説明を受けました。 

 出席議員は、委員全員と議長です。自由参加で黒木議員と山内副議長と地域包括支援センター

の矢野センター長、田代さんが出席されました。介護保険については、今後の変化もありますし、

引き続き勉強していきたいと思っております。 

 ２月１４日、９時３０分から平成２６年度の主要施策等についてを議題とし、税務課から説明

を受け質疑をいたしました。出席者は委員全員と議長でした。終了後、図書館に関する提言書を

つくりました。 

 ２月２８日、９時から終日、平成２６年度主要施策等について所管の総務課、地域振興課、住

民課、子ども課、生涯学習課と順次説明を受け、質疑をしました。出席者は委員全員と議長でし

た。終了後、図書館に関する提言書の内容を検討しました。提言書は今会期中にまとめ、最終日

に提出したいと思っております。 

 これで、総務文教厚生委員会の報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  次に、建設経済委員会より報告をお願いいたします。山田英敏委員長。 

○建設経済委員長（山田 英敏）  建設経済委員長の山田でございます。９月議会の中で空き家、

廃屋対策についての一般質問がありました。大刀洗町の現状調査を行政と地域で行い、３月議会

で条例化する方向で進めてもらいたいという要望をしたために、町としては住民課が担当課とな

り、対策会議を重ねているとの報告を受け、私たち建設経済委員会としても、先進地を視察し、

条例制定に向けた協力をすべきだと思い、近隣の先進市町村である朝倉市を視察することにいた

しました。 

 朝倉市と１月８日に訪問するということでアポイントを事務局のほうからとってもらい、視察

研修を正月早々に行ってまいりました。 

 朝倉市も都市部への流出、経済的な事情等によって管理されない空き家が増加し、老朽化した

危険状態になった空き家に関する相談がふえていったと。条例制定前までは、相談、苦情の内容

によって関係各課が対応し、処理していたが、抜本的な解決になるものではなくて、被害、危険
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な状態になった後の応急処置を行うだけで、相談、苦情の解決に至るものではなかったと言われ

ております。 

 相談、苦情件数がふえる傾向にある中、住民から「窓口が不明でたらい回しにされた」とかい

う苦情が出てきて、議会の一般質問の中でも老朽危険家屋対策の要請があり、条例化の必要を指

摘されたということであります。 

 そこで、条例制定のため検討会議が設置され、メンバーは建設課、消防防災課、環境課、都市

計画課の課長、係長で構成され、今までの事例や先進地の状況を参考に条例、素案策定に向けて

の会議が重ねられたということです。 

 検討会議では資力の関係、権利の関係、契約の関係、その他に分けて意見をまとめ、そして条

例制定のための検討事項として、行政代執行の是非について、所有権者の住所、氏名の公表につ

いて、解体補助等の支援事業等について、老朽危険度の判定基準について、市、市民及び所有者

等が連携し、老朽危険空き家の適正な管理を行うことを条例の目的とすることについてに関して

検討をされました。 

 条例案作成後は、パブリックコメントを平成２３年１２月１日から２１日まで実施し、その結

果の意見としては、条例制定の最終目的は、危険空き家を撤去することから、所有者が命令に従

わない場合、強制執行の方法として行政代執行法による行政代執行ができるような内容にしてい

ただきたい。２番目が、行政代執行は手続が非常に面倒であるから、民法上の事務管理による方

法を講ずることを条例上も明記していただきたいと、この２件が意見として出ております。 

 それから、行政代執行に関する検討会議もされまして、まず代執行によって撤去される財産を

破壊することは、原則許されない。２番目が、代執行にかかった費用は、当事者本人に費用納付

の義務が発生するということ。それから、３番目は、代執行が違法だった場合、建築物の所有権

者は強制徴収された費用や、代執行のときに誤って壊された損害の賠償の義務が発生する可能性

があると。このような所々の検討会議や常任委員会等の審議を経て、平成２４年３月議会で議決

し、２４年４月１日から条例が施行されております。 

 本条例は、老朽化し危険と判断された空き家に限定しており、事務手順としては市民から市役

所の都市計画課へ相談をされると、次の手順で指導するということでお聞きしました。 

 まず、事前相談票を作成し、詳しい状況を聞き取りにより記録する。それから、２番目に現地

確認を行う。施行規則の認定基準に基づき、危険度判定を市役所の建築士が行い、評点１００点

以上を老朽危険空き家と認定する。判定結果は、条例判定会議の４課で審査して決裁をすると。 

 それから、次に認定リストに搭載し、次に認定台帳を作成し、市で所有者の住所、氏名を調査、

不明の場合は区長、近隣の住民の情報により転居先を調査。所有者が判明すれば、文書によって

通知を行う。助言通知により反応がない場合には、通知到着の確認と空き家の現状説明を行い、
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危険な状態である旨を所有者へ説明し、管理・解体への必要性を促す。 

 それから、次に相続人への交渉を行う場合には、財産放棄をしている場合があり、この場合は

家庭裁判所にも照会する必要がある。 

 次に、指導に応じてもらえない老朽危険空き家の所有権者へ配達記録便で勧告通知を行い、こ

れにも応じない場合には、所有者へ命令文書を送付すると。この命令文書は、内容証明郵便で送

付されております。 

 命令文書通知によっても反応しない場合は、老朽危険空き家の所有者、これを庁舎掲示板や

ホームページで公表すると。公表により対象物件と所有者の住所、氏名を不動産業者へ公開が可

能となり、第三者への所有権移転による解決も期待できるということです。 

 それから、条例制定後、２４年度には１５件、２５年度には２２件の申し出があったそうです。 

 条例制定後の課題としては、資力不足により取り壊し費用が不足したり、また権利関係、これ

は財産放棄により権利者が不在、あるいは抵当権設定等の債権の問題、また法令問題としては、

空き地にした場合、固定資産税が上がる。 

 問題解決への対応としては、老朽危険空き家対策検討会議を設立し、行政代執行等の検討もす

る必要があると。しかし、朝倉市は特定行政庁でもないので、建築基準法による代執行はできな

い。災害時の応急措置、あるいは応急公用負担、非常時における土地の一時使用など、他法律に

基づく代執行が必要な場合には、検討会議を実施し対応を検討するというふうにしてあります。 

 また、関係法令としては民法、災害対策基本法、建築基準法、道路法、戸籍法、地方税法、自

治法との関係する法律があります。 

 このような状況の中、皆さんも御存じかと思いますが、２月９日の新聞によると、国が「空き

家対策の推進に関する特別措置法」を今国会に議員立法で提出するとされておりました。この法

案では、国の指針策定のほか、市町村には空き家への立会い調査権を付与し、税に関する個人情

報を対策に内部利用できるとしています。 

 また、空き家になる理由として、建物を取り除くと固定資産税が増加するということで、国や

自治体に対して必要な税制上の措置等を講じるものとするとしております。 

 また、法案では、市町村は倒壊の危険性が高い、またごみ屋敷のような衛生上有害になる、ま

た景観を損なうといった条件のいずれかに該当する空き家を特定空き家として指定し、所有者に

解体や修繕、立木の伐採などの命令ができるとしております。従わない場合は、５０万以下の過

料または行政代執行の手続も指定されております。 

 このような状況の中、我が町としては、この１６条の法案が成立するめどがついた時点に条例

を制定するぐらいでいいのではないかと思っております。 

 一応以上で、建設経済委員会の報告を終わります。 
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○議長（長野 正明）  次に、議会改革特別委員会より報告をお願いいたします。山内剛委員長。 

○議会改革特別委員長（山内  剛）  全員構成による議会改革特別委員会の行政視察研修報告を

いたします。 

 期日は平成２６年１月１６日から１７日、２日間。研修内容は、議会報告会についてがまず第

１点、それから、議会基本条例制定後の運用状況についてが第２点、研修先は１月１６日が佐賀

県鹿島市議会、１７日が長崎県大村市議会でありました。 

 それでは、鹿島市のほうから結果を申し述べさせていただきます。 

 鹿島市は、議員の定数が１６名、それから議会基本条例の制定日が平成２２年１０月、それか

ら、報告会についての研修内容でございますけど、ここは班の編成を４名から６名ぐらいに分科

して、３班で地区がまたがっておりますから、６地区を研修をされ、報告をされているとお聞き

しております。 

 その内容につきましては主要施策、それと意見交換会、それと報告会につきましては、いつに

やるとかいうことは決めてないと。必要に応じて行うというようなことになっておることを伺っ

ておるわけでございます。 

 今後の課題としては、やはりテーマの設定、何を皆さんとの議論にするのかというのが非常に

問題であるということを聞いております。それから、もう一点は開催時期、この２点を今後の課

題としてあります。 

 それから、条例制定後の運用状況ですけども、条例を制定しまして平成２３年５月より３班体

制による議会運営と改革検討会設置を、それぞれの分野で検討なされているっちゅうことを伺っ

ております。 

 それから、条例の今後の運用状況の中にも入りますけど、反問権につきましては、今後もうち

ょっと考える必要があるかなということもありました。 

 それから研修、それから広報紙の充実なんかも今後の考える項目であるというようなことを伺

っております。 

 今後の取り組みといたしまして、まず議員間の討論をまずやりましょうっちゅうようなことを

鹿島市議会のほうは聞いておるわけでございます。 

 それから、特筆することは、その他にちょっとなりますけれども、消防団本部役員と、それと

建設業協会との意見交換会をなされたっちゅうことは、私もちょっとある意味ではいいというよ

うな感じを受けたわけでございます。 

 鹿島市のほうは以上でございまして、次は大村市です。大村市は議会基本条例制定が２１年

４月。ここは「市民と議会の集い」っちゅうようなことで、住民との意見交換会をされておるわ

けでございます。ここも４班に班を編成されまして、ここも大村は非常に山間地もございますし、
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８地区をそれぞれの議員さんが必ず２年間のうちに１回は意見交換会に、議会の集いに参加され

るような仕組みをとっておられます。 

 毎年３月及び９月の定例会終了後に行っておるということでございます。各地区に関係が深い、

要するにそこの地区に関係が深い件をもう説明するんだと。エリアも広いもんですから、そうで

ないと非常に意見交換会でも盛り上がらないということを聞いております。 

 課題といたしましては、やはりうちの課題とも一緒なんですけど、特定の市民ではなくて多く

参加してもらうための周知方法並びに開催方法並びに意見要望の処理の仕方等を言われておりま

した。 

 それから、条例制定後の実施でございますけど、重要な施策等については、議員の共通認識と

議会の質を向上するために、毎月２１日に議員間でいろいろな勉強をされておられます。ちなみ

に、当大刀洗議会も２月から毎月月曜日に、全員でいろいろな項目について討議をしようっちゅ

うことで始めたとこでございます。 

 それから、その他ではここもちょっとうちとは違いまして、町内会会長会連合会との懇談会を

定例に開催をしております。ここもやはり８地区ございますから、８地区伺っておるっちゅうよ

うなことでございます。 

 その他、いろいろ細部にも研修してきたわけでございますけれども、それをひっくるめまして、

最後に私たちこの町の委員会としまして、今後の参考、研修の結果はこうやるんだっちゅうこと

を申し述べさせて、終わらせていただきたいと思います。 

 まず、議会報告会でございますけれども、まずは私たちがまず大事なんですけど、住民への呼

び込みが不足していると。特に若い人たちや女性の参加を促さなければならないと。 

 それから、区長会等各種団体との懇談会が重要ではないかっちゅう意見を出しました。 

 それから、全員協議会の定例会は先ほど申し上げましたように、毎月第一月曜日と。 

 それから、自由討議、議員だけでの自由討議がやっぱり必要でないかっちゅうことをみんなで

協議したとこでございます。 

 それから、一般質問に関することでございます。これは今度からなされるということですが、

第１質問から発言席から質問したほうがよくはないかっちゅう、この時点ではこういう検討をし

たわけでございます。 

 それから、広報に関することでございますけど、通信網による動画配信がやっぱり私の町はお

くれておるんじゃないか。今後やっぱ進める必要があるんではないかというようなことを、やは

り２日間の研修によって大いなる意見が出まして、今後の糧として私の報告とさせていただきま

す。 

○議長（長野 正明）  これで委員会所管事務調査の報告を終わります。 
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 次に、町長より挨拶をしていただきます。安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日、ここに平成２６年第１７回大刀洗町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には、

公私ともに御多用中にもかかわらず御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、東日本大震災の発生から間もなく３年を迎えます。この大震災については、被災地はも

ちろん、日本の政治、行政、経済に至るまで、国民生活に大きな影響を及ぼしております。 

 国においては、５年間の集中復興期間を設け財源措置が講じられているところであり、平成

２６年度については５,７２３億円の予算措置が予定されておりますが、被災された方々のこと

を思うと、一刻も早い復興を願うものでございます。 

 現在、政府与党においては、日本経済復興のための経済政策、いわゆるアベノミクスが展開さ

れており、一時の勢いほどはないものの、円安や株価上昇基調の効果もあり、ようやく長引いた

デフレ不況から脱しつつあるように感じております。 

 昨年２月に発表された民間調査機関２４社の経済見通しによると、実質ＧＤＰ成長率の平均値

は、２０１３年度が前年度比プラス２.３％、２０１４年度が前年度比０.８％となっておりまし

て、２０１４年度以降について一旦は消費税率引き上げによる悪影響を受けるものの、経済対策

や輸出の回復などを背景に、景気の回復基調は途切れないとの見方で意見が一致しているようで

ございます。 

 国においては、総額５兆５,０００億円余りの補正予算が本年２月６日の参議院本会議で可決

成立しており、主に消費税増税に備えた経済対策として、競争力強化関連費用に１.４兆円、復

興防災安全対策の加速化に３.１兆円、家計支援対策が６,５００億円などの重要課題に取り組む

こととされております。 

 また、今後の原発のあり方を含めたエネルギー政策やＴＰＰにおける日米の関税交渉など、国

民生活に密接にかかわる喫緊の課題が山積している状態ですが、いずれにしましても住民が安心

して暮らせる社会の実現のため、実効ある対策を進めてほしいと願っているところであります。 

 さて、財政面に目を向けますと、皆様御承知のとおり、国の借金が増加の一途をたどり、過去

最大を更新し続けております。国の借金残高は２０１３年６月末に１,０００兆円を初めて超え

ましたが、その後も借金の増加に歯どめがかからず、同年末で約１,０１８兆円まで膨らんでお

りまして、今後の償還費の負担を考えると、将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念されて

おります。 

 当町の財政については、地方交付税や国、県の補助金など、依存財源が歳入の約３分の２を占

めております。起債残高は平成２４年度まで縮小傾向にありましたが、平成２５年度は普通建設

事業費の影響で増加しております。 
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 町としては、将来国からの交付税などが減少することがあっても持続可能な行財政運営ができ

るよう、効果的、効率的な事務の執行を図りながら、自主財源の比率を高めるなど、財政の健全

化に取り組むことにより、自立のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 このため、平成２６年度の予算編成に当たっては、義務的経費を除いた経常的経費についてマ

イナスシーリングを導入するとともに、過去３カ年の支出実績を勘案しながら予算査定を行うな

ど、無駄削減の取り組みを行ったところでございます。 

 しかしながら、効果的で効率的な行財政運営を行うためには、予算編成についてより一層の工

夫が必要でありまして、今後も継続的に検討を重ねながら改善を図ってまいります。 

 現在、日本は少子高齢化社会、人口減少社会に突入しており、厚生労働省が発表した最新の人

口動態統計によると、２０１３年における人口の自然減は２４万４,０００人と過去最高を記録

しております。これで７年連続の自然減になりますが、今後もこの傾向は続くものと予想されて

おります。 

 なお、当町の人口は、前年との比較ができるよう外国人を除いた人数で言いますと、平成

２６年１月末現在で１万５,３７４人となっており、対前年同月と比較すると、プラス３人でご

ざいます。しかしながら、中・長期的に見れば、今後当町でも人口減少や高齢化の一層の進展が

予測されており、町として現役世代の定住、転入につながる取り組みを推進する必要がございま

す。 

 昨年１０月には、地域振興課内に定住促進施策の担当を設けたところでございまして、子育て

支援や教育環境の充実など、既に当町の強みと言われる取り組みを土台に、子育てしやすい町と

して都市部などに積極的に情報発信を行ってまいりたいと考えております。 

 また、次代を担う子供たちを安心して産み育てることができる環境整備の一環として、来年度

から乳幼児医療費の無料化枠を拡大する予算を上程しております。 

 地域から元気な子供の声が聞こえ、大刀洗町で子育てできてよかった、大刀洗で子育てしたい

と思っていただけるよう、なお一層子育て支援と教育環境の充実に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 さらに、女性が元気なまちはまちも元気であり、審議会などでの改選期にあわせて女性委員を

積極的に登用するなど、女性がその経験と能力をあらゆる場面で十分に発揮できる環境を整えて

まいります。 

 皆様御承知のとおり、当町は総面積の６割を農地が占める農業のまちでありますが、昨年末に

は、政府は５年後をめどに米の生産調整、いわゆる減反を廃止する方針を決定いたしました。国

の施策が大きく変わろうとする中で、基幹産業の農業をいかにして守っていくか、皆さんと一緒

に考え、町としてできる限りの応援をしたいと考えております。 
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 また、農業や商工業の振興のため、あるいは地域活性化の起爆剤として地産地消の推進など、

町内で経済が循環する仕組みを考えていきたいと考えております。 

 次に、町民の皆様の健康増進については、特定健診をはじめ各種検診の受診勧奨を推進し、生

活習慣病の早期発見に努めながら、早期治療につなげてまいります。 

 昨年から、高齢者を対象に始めました健康体操教室については、参加者の方から「杖が要らな

くなった」とか、「正座ができるようになった」という声が聞かれるなど、期待を上回る結果が

得られておりますが、来年度から高齢者の対象範囲を拡大して実施する予定でございまして、高

齢者の皆様が住み慣れた地域で、いつまでも生きがいをもって暮らせるよう、町としても支援し

てまいります。 

 平成２５年度も残すところわずかとなりましたが、庁舎耐震化改修工事、大刀洗中学校屋内運

動場屋根改修工事、ドリームセンター防水外壁改修工事などの完成をはじめ、本年度予定してお

りました諸事業、諸施策も計画どおり順調に進捗しております。 

 なお、先ほど述べた国の経済対策を活用した当町の事業として、道路事業や下水道事業を本議

会における補正予算案に計上しているところでございます。 

 さて、２６年度大刀洗町一般会計予算については、総額５５億７,０５６万円で、前年度予算

に対し５,２１６万円、０.９％の増となっております。 

 歳入では、収入の約２５％を占める町税について、町民税が０.６％の増、固定資産税が

０.７％の減、町たばこ税は県たばこ税の一部移譲により４.８％の増で、町税全体では０.３％

の微増となっています。 

 一方で、地方消費税交付金については、４月からの消費税率改定による増加分として、対前年

比１,５００万円の増、率にすると１２％の伸びを見込んでおります。 

 町債については、両筑平野用水二期事業の起債借り入れなどの減により３７.３％の減となっ

ております。 

 歳出では、義務的経費のうち人件費は０.８％の増、扶助費は４.８％の増、公債費は

１１.５％の減となっております。 

 なお、皆様御承知のとおり、当町の非正規職員の割合について元旦に新聞報道がなされたとこ

ろですが、このことを受けて町としては、非正規職員の適正配置について検証作業を行い、必要

に応じて見直しに着手したいと考えております。 

 投資的経費では道路改良、小学校屋内運動場の改修、武道場外壁、屋根の改修などで伸びてお

りますが、両地区平野用水二期事業の負担金減により、普通建設事業の単独事業は３３.３％の

減となっております。 

 町政の執行に当たっては、巨額の借金を抱える国の厳しい財政状況を十分認識するとともに、
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今後の国の政策を注視しながら、引き続き財政の健全化を徹底するとともに、住民の福祉向上の

ため積極的に施策を推進してまいります。 

 町民の皆様に大刀洗に住み続けたい、住んでよかったと思っていただけるまちづくりを目指し

て、全身全霊取り組む所存でございますので、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をお

願い申し上げる次第でございます。 

 それでは、平成２６年度に取り組む主な事務事業につきまして、各課ごとに説明いたします。 

 まず、総務課でございます。 

 総務企画係の関係では、組織全体の士気高揚や公務能率の向上、ひいては住民福祉の向上を図

ることを目的に人事評価制度を実施しておりますが、平成２４年度から本格実施し、平成２５年

度に処遇反映しているところでございます。 

 また、限られた職員をより効率的かつ効果的に活用し、多様化する住民ニーズや新たな行政課

題に対応していくため、引き続き久留米市との人事交流による職員の相互派遣や東京財団週末学

校への職員派遣のほか、福岡県市町村研修所や市町村職員中央研修所での研修、町単独による職

員研修などを計画しておりまして、職員の人材育成と能力開発に積極的に努めてまいります。 

 本年２月に設置した住民協議会については、１９名の方に委員に就任していただき、平成

２６年度の本格実施に向けて事前研修を行っているところでございまして、この取り組みにより、

住民と行政との協働のまちづくりをより一層推進してまいりたいと考えております。 

 統計関係については、来年２月に農林業センサスが執行されることとなっております。 

 財政関係では、老朽化施設の改修工事などについて長期計画を作成するとともに、国、県の補

助事業や地方交付税が措置される起債を有効活用しながら、今後とも安定した財政運営を図って

まいります。 

 次に、地域振興課でございます。 

 まず、地域振興係では、「自立のまちづくり」を目指し、地域資源を活用した内発型の方策に

よる新たな資金循環を構築するとともに、創発型の担い手グループを育成すべく、地域再生マ

ネージャー事業に取り組みます。 

 また、筑後川流域連携フェスティバルである「第２８回筑後川フェスティバルｉｎ大刀洗」を

秋に開催します。このフェスティバルには、筑後川と三兄弟河川として交流を行っている四国の

吉野川流域、関東の利根川流域からも多くの関係者が参加されます。 

 消防防災安全係では、４月６日の消防団入退団式に合わせて本部分団の設置を行います。団員

は女性３名を含む１０名で、日中火災への出動態勢の補完をはじめとする消防団組織体制の充実

強化を図ります。本部分団では、第四分団の買いかえに伴う余剰のポンプ車を使用することとし

ており、このため必要となる車庫を役場敷地内に建設することとしております。 



- 19 - 

 次に、電算管理係の関係では、通称「マイナンバー法」と呼ばれる法律をはじめ、関連法が昨

年５月２４日に可決成立しており、平成２８年１月から個人番号の利用開始が予定されることか

ら、関係する情報システムの改修を行います。この番号制度の導入により、複数機関に所在する

個人情報が同一人の情報であるという確認を行うための基盤が提供され、社会保障サービスの向

上や所得税の適正化が図られることになります。 

 次に、税務課でございます。 

 町の自主財源である町税などについて、納税者の利便性や自主納付の意識向上を図るため、本

年４月からコンビニエンスストアへの収納委託による徴収業務を実施し、さらなる自主財源の確

保を図ってまいります。 

 次に住民課でございます。 

 住民サービスの向上を図るため、総合窓口を開設し、戸籍や住民票などの交付のほかに、納税

証明、耕作証明などの各種証明書の発行を行なっておりますが、今後も引き続き窓口サ－ビスの

向上に努めてまいります。 

 次に、生活環境係ですが、住民の生活にかかわりが深く、関心が高いごみ行政について、総務

文教厚生委員からの提言書なども参考にしながら、ごみの減量化への取り組みを進めていくとと

もに、生ごみ減量化に向けて生ごみ処理機とコンポストへの助成事業を引き続き実施してまいり

ます。 

 次に健康福祉課でございます。 

 まず、高齢者対策事業でございます。介護保険の地域支援事業として、平成２５年４月から始

めました健康体操教室は、高齢者が要介護状態になることを可能な限り予防し、地域で自立した

日常生活を続け、生き生きと自立した生活ができるよう進めてきた事業ですが、参加者が

１００名を超えるところまでになりまして、大変好評で、平成２６年度は対策を一歩進めて、少

し支援が必要な方を対象にした健康体操教室を新たに追加して、介護予防に取り組みます。 

 また、地域包括支援センターによるミニデイや地域活動への支援、高齢者の総合相談、権利擁

護事業の充実を図ります。 

 次に、障害者支援事業でございます。 

 障害者が地域で安心して自立した生活を送っていくために、障害者自立支援事業や地域生活支

援事業に取り組むとともに、平成２７年度から全ての障害福祉サービス事業や障害児通所支援受

給者に計画相談支援が必要となるため、相談窓口の充実に取り組みます。 

 また、大刀洗町地域自立支援協議会においての活動を強化し、障害のある人のニーズや地域に

おける諸課題の解決に向けた検討を行い、「障害のある人も安心で暮らせるまちづくり」を目指

します。 
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 次に、地域組織との連携による地域福祉の充実でございます。民生委員児童委員協議会や社会

福祉協議会・地域行政区などと連携をとりながら、高齢者や障害者の見守り、家庭内での虐待の

早期発見や防止、ひとり暮らし高齢者への支援のあり方など、高齢者や障害者を地域で見守って

いく「要援護者見守りネットワーク協議会」の充実や、認知症高齢者などの徘徊の早期発見を広

域市町村・企業などで協力し合う「高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク」の整備強化を行い、日ご

ろからの近所づきあいや見守り活動を基礎とした組織づくりを進め、地域社会全体での見守りや

支援を目指します。 

 次に、地域保健活動の推進でございます。 

 特に、生活習慣病の重症化を防ぐため、特定健診の受診率向上を推進します。平成２４年度の

受診率は、国が示す目標値６５％には届きませんが４７.７％で、県内３位でありました。今後

もさらに未受診者への電話や、訪問によるきめ細やかな受診勧奨や、対象者を明確にした保健指

導を年間を通じて実施し、効果的な重症化予防を展開していきます。 

 また、がん検診や妊婦検診、予防接種事業におきましても、これまでどおり推進するとともに、

より受診しやすい環境づくりを行ってまいります。 

 母子事業においては、未熟児も含めた全ての乳児の訪問を実施し、母親の体調管理から子育て

に関する様々な不安に対処してまいります。また、関係機関との連携を図りながら、一層の充実

を図ってまいります。 

 次に、国民健康保険事業については、平成２３年度に前年度比７.７％と医療費の大きな伸び

となりましたが、平成２４年度では医療費は減少に転じ、平成２５年度についても前年度比マイ

ナス２.５％の減少と見込んでおります。また、平成２６年度においても、前年度比マイナス

４.２％減少と見込んでおりますが、保険税収が計画どおりに伸びていないため、一般会計から

の支援金は継続する予定でございます。 

 なお、国保直営の大刀洗診療所については、平成２５年４月から導入した指定管理者制度によ

り、医療法人社団シマダに管理運営を一任いたしております。地域に根ざした安心・安全な医療

サービスの提供に加え、疾病の発生予防、早期発見・早期治療といった予防治療や健康教室など

により、大刀洗町の健康づくりを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、産業課でございます。 

 まず、農業振興関連では、昨年末に政府が、５年後をめどに米の生産調整「減反」を廃止する

方針を決めました。このことは、ＴＰＰの諸課題を絡めた新たな構造改革を推し進める狙いがあ

ると考えますが、それによると、「農業を足腰の強い、世界にも向けた産業としていくための産

業政策」と、「農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域政策」を車の両輪

として推進し、関係者が一体となりながら問題の解決に向けて取り組むこととしています。 
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 当町としましても、国の意図する政策、制度を有効に活用しながら、力強い農業を実現すると

ともに、制度の充実を図ってまいります。 

 その中でも特に、大刀洗北部地区の圃場整備事業や全町にわたる暗渠排水事業などの土地改良

事業を推進いたします。 

 また、魅力ある田園風景を守るための活動である従来の「農地・水保全管理支払交付金事業」

について、日本型直接支払へと制度移行されることを踏まえ、承諾の合意形成を積極的に進めて

まいります。 

 そのほか、集落営農組織の法人化や国・県・町の「農業用機械・施設導入関連補助事業」の活

用を推進するなど、土地利用型農業、施設園芸などの農業経営の確立を図ってまいります。 

 次に、商工関係では、地域経済の活性化支援のため、町内商工業者が資金融資を受ける際の利

子補給事業や、プレミアム付商品券発行事業、そして特産品開発事業などに助成を行います。ま

た、住民の消費に関する被害を未然に防止するため、消費者教育・啓発活動を展開し、消費生活

相談体制の強化を充実させてまいります。 

 次に、建設課でございます。 

 町道整備関係では、平成２２年度より着手した奥野七反牟田線の道路改良事業が本年８月末に

完了予定であります。 

 道路維持関係では、区長要望や道路パトロールで判明した修理が必要な道路、側溝などについ

て２,５００万円の維持工事費を予定しております。 

 また、道路改良関係では、前年度からの継続路線が４本、新規路線が２本の計６路線について、

拡幅を主とした道路改良事業を３,０００万円の事業費で予定しております。 

 なお、国庫補助事業として社会資本整備総合交付金事業に平成２１年度から取り組み、舗装補

修・橋梁補修・町道改良・通学路対策工事を行っているところでございます。総事業費は、

２５年度からの繰越分を含め１億８,０５０万円を予定しておりますが、これらの事業により社

会資本の整備を図りながら、住民生活の向上に寄与してまいります。 

 次に、子ども課でございます。 

 学校教育係においては、子供たちが自立して変化の激しい社会を生き抜くことができるように、

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和のとれた育成を基本目標として施策を推進し

ます。 

 今年度の主な事業としては、１つ目は、これまでの３カ年間の学力向上推進事業をさらに発展

させて、学力や人間関係づくりの向上と地域や保護者の連携強化を図るために、「子ども支援推

進事業」を平成２６年度から３カ年で取り組みます。 

 ２つ目は、特別支援教育総合推進事業において、就学前の幼児を対象とした「ことばの教室」
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を開催して早期支援に取り組みます。また、引き続き教育支援員を学校に配置して、課題のある

子どもへ個に応じた支援を行ってまいります。 

 ３つ目は、国際理解教育の向上を図るため中学生の海外研修を実施します。学校訪問などを通

じての現地体験研修でグローバル人材の育成を行います。 

 ４つ目は、いじめ防止推進法を踏まえ、不登校の未然防止や早期発見、早期対応への指導体制

の充実を図ります。 

 ５つ目は、学校施設の環境整備ですが、菊池小学校屋内運動場の屋根など改修のほか、大堰小

学校のプール改修工事などを予定しております。 

 次に、子育て支援係では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを基本目標に、

施策を進めてまいります。 

 平成２６年度の主な事業としては、１つ目は「子ども子育て関連３法」に基づく新たなシステ

ムの平成２７年度開始に向けて、住民ニーズに応じた子育てサービスを行うための「大刀洗子ど

も・子育て支援計画」を策定します。 

 ２つ目は、子育て支援の拠点となる子育て支援センターにおいて安心して子育てができるよう

に、子育ての相談や情報提供、子育て講座の開催の充実に努めます。 

 ３つ目は、学童保育所の充実を図るために、ガイドラインの作成などに取り組んでまいります。 

 以上のように、「大刀洗町は子育てしやすい町」「大刀洗町で子育てできて良かった」と思っ

ていただけるよう、「チルドレン・ファースト」を合い言葉に、子育て支援・教育支援の充実を

進めてまいります。 

 次に、生涯学習課でございます。 

 生涯学習関係では、町民が生涯にわたり人間性豊かな生活を送れるように、「いつでも・どこ

でも・誰でも」の求めに応じられるように生涯学習施設の充実、人材育成と活用など、生涯学習

のまちづくりに努めてまいります。 

 初めに、人権教育関係については、町民一人一人が人権を尊重しあえる社会の実現に向けて、

大刀洗町人権・啓発推進実施計画を実施するために、人権・平和学習会の開催や「みんなの人権

ひろば」の充実と啓発に取り組んでまいります。 

 青少年育成関係では、たくましく生きていく青少年を育成するために、社会体験、生活体験な

どの機会・場を通して自ら考え、自立する、育む取り組みとしての二泊三日のチャレンジキャン

プや通学合宿を支援するとともに、ボランティアやジュニアリーダーの育成に努めてまいります。 

 次に、社会教育関係でございます。町民の自己の能力を高め、いつでもどこでも自由に学び遊

べる機会を提供できるように、各種講座・学級の充実を図ります。 

 また、生涯学習の中心的施設であるドリームセンターと中央公民館を一体的に活用できるよう、
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整備・充実に取り組んでまいります。 

 町立図書館におきましては、住民の生涯にわたる「学びの場」・「憩いの場」となるように、

ボランティア団体などの育成や支援活動、また図書館の改修工事、実施設計など住民との協働に

よる図書館づくりに取り組んでまいります。 

 社会体育関係におきましては、町民がスポーツやレクリエーション活動を楽しみ、健康で充実

した生活が送れるように、体育施設や遊具の整備をはじめ、附帯設備のあり方を協議してまいり

ます。また、武道場の屋根・外壁補修工事も計画しております。 

 最後に、文化財関係でございます。出土遺物や収集資料の保存・展示・活用に努めるとともに、

地域に根ざした文化・伝承芸能の育成・継承を図り、地域の活性化に努めます。 

 国指定史跡「下高橋官衙遺跡」については、グラウンドゴルフなどをはじめとする社会体育事

業、健康づくり事業との連携など、住民に開かれた生涯学習の場となるよう利活用を図ってまい

ります。 

 県指定文化財であります「今村教会堂」に関しましては、国指定に向けた取組みと、キリシタ

ン関係資料の整理・展示に努めてまいります。 

 さて、本議会定例会で審議していただきます主な議案は、固定資産評価審査委員会の委員の選

任について、教育委員会委員の任命について、大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定

など２件、大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてなど、条例の一部改正が

９件、大刀洗町大刀洗支所設置条例の廃止についてが１件、損害賠償の額を定めることについて

が２件、町道路線の認定についてが１件、一般会計補正予算及び国民健康保険会計、後期高齢者

医療保険会計、下水道会計の特別会計の補正予算並びに平成２６年度一般会計当初予算及び各特

別会計当初予算など、いずれも重要な案件を提案しております。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議をしていただきまして、最後には御承認賜りますよ

うお願い申し上げまして、御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  町長の挨拶が終わりました。これで諸報告を終わります。 

 ここで、議場の時計で１０時２５分まで暫時休憩といたします。 

休憩 午前10時14分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午前10時25分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に続き再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．同意第１号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

○議長（長野 正明）  日程第４、同意第１号固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを議
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題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 同意第１号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  おはようございます。総務課の山本でございます。同意１号から議案

７号まで総務課が９本ほどありますので、本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、同意第１号固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。 

 提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、固定資産評価審査委員は現在４名おられます。そのうち、

１名が平成２６年３月３１日で任期満了となります。 

 規定によりますと、固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義

務がある者または固定資産の評価について学識を有する者の中から、当該市町村の議会の同意を

得て市町村長が選任するという規定があります。したがいまして、今回議会の同意を求めるもの

でございます。 

 内容については朗読がございましたように、氏名が平田美穂、住所が大刀洗町・・・・・・で

ございます。 

 裏面のほうに履歴書のほうを掲げておるかと思いますので、こちらをごらんいただきたいと思

います。 

 平成３年８月に西鉄旅行のほうを退職なさって、現在は農業に従事して今日に至っておられま

して、平成２３年４月から大刀洗町固定資産評価審査委員のほうに就任いただきまして、今回承

認いただきますと２期目ということになります。 

 任期でございますけれども、２６年４月１日から３年間になります。御審議のほどをよろしく

お願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．同意第２号 教育委員会委員の任命について 
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○議長（長野 正明）  日程第５、同意第２号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 同意第２号 教育委員会委員の任命について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  同意第２号教育委員会委員の任命について、提案理由及び内容につい

て説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、教育委員は現在５名おられますが、そのうち１名の河野教育

委員から、平成２６年３月３１日をもって教育委員を辞職する旨の届けが町長あてに提出された

ところでございます。これによりまして、ここに規定があるように教育委員の選任につきまして

は、人格が高潔で教育委員、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、町長が議会の同意

を得て任命するという規定がございますので、今回議会の同意を求めるものでございます。 

 内容については朗読がございましたように、氏名が舟木隆、住所が大刀洗町・・・・・、昭和

３２年８月１４日生まれ、５６歳でございます。 

 裏面のほうに履歴書のほう載せております。こちらのほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、職歴でございますけれども、昭和５０年４月に株式会社博光堂に入社され、５３年６月

に同社を退職なされてあります。それから昭和５３年７月に株式会社ふなき製菓に入社、その後

平成４年７月に同社の代表取締役社長に就任されてあります。 

 ほかの役職でございますけれども、平成２３年５月に大刀洗町菊池校区商工会の会長、平成

２４年６月に大刀洗町地域特産品開発推進委員会の委員、それから、平成２５年５月に大刀洗町

商工会の副会長に就任されてあります。 

 任期でございますけれども、平成２６年４月１日から４年間になります。審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１号 大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第６、議案第１号大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定に
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ついてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１号 大刀洗町職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第１号につきまして、議案第１号大刀洗町職員の修学部分休業に

関する条例の制定について、提案理由及び内容についての説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけど、こちらにありますように、平成１６年に地方公務員法が一部改正

されておりまして、地方公務員の修学部分休業が規定されたことに伴いまして、大刀洗町職員に

ついても修学部分休業の制度を整備するものでございます。 

 内容のほうの説明に入らさせていただきたいと思います。 

 まず、趣旨といたしまして、先ほど朗読ございましたように、第１条にこの条例の規定を載せ

ております。地方公務員法の第２６条の２第１項、それから第３項及び第４項の規定に基づき、

この修学部分休業に関して必要な事項を定めるものでございます。 

 この条文でございますけれども、「任命権者は職員が申請をした場合において、公務の運営に

支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めたときは、条例で定めると

ころにより当該職員が大学、その他条例で定める教育施設における修学のため、２年間を超えな

い範囲において条例で定める期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認す

ることができる」というものに基づくものでございます。 

 第２条については、先ほどありましたように、修学部分休業の承認につきましては１週間当た

り現在４０時間でございますので、最大２０時間が休めることになっておりまして、それは５分

間単位というふうになっております。 

 それから、２項のほうにつきましては、その休める教育施設をうたっているものでございまし

て、第１号に学校法第１条に定める大学及び高等専門学校となっております。あと、第２号、第

３号にほかの教育施設のほうを規定をさせていただいております。 

 それから、第３項でございますけれども、その期間につきましては、最高２年間というふうに

なっております。 

 第４項につきましては、申請に当たっての提出の仕方でございますけれども、様式第１号にそ

の始めようとする日の一月前までに行うこととなっております。 

 それから、修学部分休業中の給与についてでございます。第３条のほうにその休業中、休んだ
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間について一応減額の対象になりますので、こちらのほうに１時間当たりの給与の月額を算定い

たしまして、その１時間を減額することになります。 

 それから、修学部分休業の承認の取り消し事由については、第４条のほうに定めております。

こちらのほうに定めるように、１号から３号まで、一つは修学部分休業に係る教育施設の課程を

退学したときと、それから、正当な理由がなく修学部分休業に係る教育施設を休学もしくは授業

を頻繁に欠席しているとき。 

 それと、あと職務ですね。職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難になっ

た場合については、当該職員の同意を得た上で取り消すことができるというふうにうたっておる

ところでございます。 

 最後に、この附則につきまして適用期日でございますけれども、この条例は平成２６年４月

１日からの施行となります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それでは、２番の黒木です。今、この第２条について、大体２年間

と、また部分的というようなことでわかりますけれども、例えばちょっと簡単に説明してもらい

たいと思いますのは、今大刀洗町の職員についても、結局技術者がおらないわけですね。技術者

が、ちょっと言うなら建築等やらで。そういう場合について、本人の申し出と町長が結局大学の

そのような専門的な学校に行くというようなこととした場合、例えば１年間というようなことで、

そうした場合、具体的に４０万給料をもらいよったらたい、大体幾らぐらいで結局するのかって、

ちょっと具体的に例としてお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  黒木議員の質問にお答えしますけれども、月給が４０万と仮定した場

合ですか。月給が４０万と仮定した場合については、基本的にはそれを１２倍しますね。１年年

休を出しますので、４０万に１２を掛けると４８０万になりますね。それを５２週と８時間で

１年間５２週ありますので、５２で割って８で割ると、１時間当たりの給与月額が出ますので、

それで最大２０時間まで１週間のうちに休むことができますので、基本的に言えば２０時間、半

分ですので、４０万もらってある方については、大体２０万ぐらいになるかと思いますけれども。 

 すいません、失礼しました。８じゃなくて７.７５で割るそうでございます。 

○議長（長野 正明）  ２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  計算機で幾らになるですかね。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 
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○総務課長（山本  浩）  計算しますと、仮に２０時間、毎週休まれるといたしますと、減額が

２３９万９,８６５円になりますので、約半分ですね、やはり。まず、全額休まれたら４８０万

が一応給与法の年額になります。その半分の２４０万が減額されることになります。 

○議長（長野 正明）  ２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  町長さんにお聞きしたいと思いますけれども、非常に今技術者が少

なかですたいね。それで、退職者を再雇用して雇っておられますので、考えようじゃ、今の職員

が、この人というようなことがあれば、そういうふうな可能性があるちゅうようなことですか。

そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  黒木議員の質問にお答えします。 

 なかなか技術者を養成するというのは難しいところがありまして、学校に行きさえすればそれ

が可能かというと、非常に難しいところがあるのではないかなと思うんです。ですから、今、退

職者の方に来てもらっていますけれども、そこらあたりに実際の仕事をやりながら指導してもら

うほうが効果が高いのではないかなという、そういう気もしております。ただ、本人がそういう

ことを強く希望すれば、そのときにはまた考えていきたいと、そのように思います。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  提案の中で訂正がなかったようなので確認ですが、第３条の４行目

の「月額の合計額１２」というふうになっとるかと思いますが、これは脱字が、「に」というの

があるんじゃないかと思います。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  「に」が漏れています。はい。 

○議長（長野 正明）  ほかに。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  申請は個人申請ということでしたが、その許可審査はどこの部署で

なさいますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  一応町長宛てに提出されますので、あくまで総務課が審査して承認す

ることになるかと思います。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  これには、賞与についてはうたってありませんが、賞与の計算はど

んな取り扱いになりますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  賞与につきましては規則のほうでうたっておりますので、それに基づ



- 29 - 

いて算定することになるかと思います。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  この附則ですか。この附則では見えませんが。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えします。 

 規則のほうです。規則。この給与の定めている条例の下に規則がありますので、そちらのほう

に期間等がありますので、その規定に基づいての支給というふうになります。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ちなみに、その規則はどんなになっておりますか。 

○議長（長野 正明）  田中係長。 

○総務企画係長（田中 豊和）  花等議員の御質問にお答えいたします。 

 あくまでも今回の条例の分は休業でございますので、その休業の部分は除算するというような

形になってまいります。詳しくはまたお調べをしてお答えをいたします。 

○議長（長野 正明）  という答弁ですが、よろしいですか。ほかに。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  それでは、これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第２号 大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第７、議案第２号大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２号 大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第２号大刀洗町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て、提案理由及び内容について説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、平成１６年に、これも地方公務員法が一部改正されまして、

定年前の職員の高齢者部分休業が規定されたことに伴いまして、大刀洗町職員について高齢者部

分休業の制度を整備するものでございます。 

 １ページはぐっていただきまして、こちらに趣旨第１条から第５条までを規定させていただい
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ております。趣旨でございますけれども、第１条でございますが、この条例は地方公務員法の第

２６条の３の規定に基づいて職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものでございます。 

 その内容でございますけれども、これは任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運

営に支障がないと認めるときは条例で定めるところに当該職員が、当該職員に係る定年退職日か

ら５年を超えない範囲内において条例で定める期間さかのぼった日の後の日で当該申請において

示した日からその定年退職日の間の期間中は、１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと

を承認することができるというものでございます。 

 第２条につきましては、その部分休業の時間でございます。これにつきましても、１週間当た

りの勤務時間の２分の１を超えないということで、最大２０時間というふうになります。 

 ２項につきましてが、期間ということで、これは定年退職の前さかのぼって５年間となります。 

 第３項につきましては、その申請日です。申請については申し出する一月前までに行うものと

なっております。 

 それから、第３条が、高齢者部分休業中の給与でございます。これも先ほど申したものと同じ

でございまして、１時間当たりの額を計算してからそれを減額することになります。 

 第４条関係です。承認の取り消しまたは休業時間の短縮ということでございまして、こちらに

ついては部分休業している職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった

場合については、当該職員の同意を得た上で取り消しもしくは休業時間を短縮することができる

というふうに規定をいたしております。 

 第５条関係は、逆に、休業時間の延長でございます。既に高齢者部分休業を出しておりまして、

職員が休業時間の延長を申し出る場合については、２０時間までは認めることができるというこ

とでございます。 

 第２項については、その申請の日については、延長しようとする日の一月前までに行うものと

いうふうに規定をいたしております。 

 あと、これの適用日でございますけれども、平成２６年の４月１日からの施行となります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  一般的に、高齢者と言われると６５歳以上をイメージするんですが、

これは５５歳以上の方が該当するという条例ということになりますか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  林議員の質問にお答えしますけども、これについては定年前５年間と

いうことになっていまして、読み方が高齢者になるか、あくまで高齢という形で、１つはライフ

スタイルがいろいろ変わってきておりますので、実際定年まで待つんじゃなくていろいろな地域
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のボランティア活動にしたり、５年前から定年後の人生設計を図ったりということでこういう制

度ができているものでございますので、名前が高齢というのがちょっと、高齢という形で条文で

はなっております。 

○議長（長野 正明）  ６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  ということは、職員さんの中で５５歳以上の方が該当するというこ

とでいいんですか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  林議員の質問にお答えしますけども、現在、町の定年退職では６０歳

になっておりますので、５６歳になってから一応５年間という形になります。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３号 大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第８、議案第３号大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第３号 大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第３号大刀洗町課設置条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。提案理由の内容について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、先ほど朗読がございましたように、平成１５年に地方自治法

の第１５８条の規定が改正されておりまして、地方公共団体の長の直近下位の内部組織の分掌す

る事務について条例で定めることとされておりましたけれども、大刀洗町の課設置条例の一部改

正を行っておりませんので、今回、内部組織の分掌する事務について規定を整備するものでござ

います。 

 それでは、内容について説明をいたしますので、１ページはぐっていただきたいと思います。

大刀洗町課設置条例の一部を次のように改正するということで、第２条の見出しを「（課の事務

分掌）」に改め、同条を次のように改めるということでございます。 
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 各課の事務分掌については、次のとおりでございます。まず、総務課でございますけれども、

秘書に関する事から、最後の、ほかの課の所管に属しないことまで１１の業務についてここに規

定をさせていただいております。 

 それから、地域振興課につきましては、一部、２６年度は機構改革もありますので、今総務課

のほうにあります１から４番につきましては、またこれは見直しを行っているところでございま

す。地域振興課につきましては１３業務を規定いたしております。 

 それから、住民課でございますけれども、戸籍及び住民基本台帳に関することから７番の塵芥

処理に関することまで７業務についてを分掌規定をいたしております。 

 税務課につきましては、町民税の賦課徴収に関することと国民健康保険税の賦課徴収に関する

ことというふうに規定をさせていただいておりまして、それぞれその後、会計課につきましてが

３事業、それから健康福祉課につきましては７事業、産業課につきましては６事業です。建設課

につきましては１４事業というふうに規定をさせております。 

 これにつきましてはもう主な事業だけを掲載をさせておりますので、小さなものまでは規定を

いたしておりません。そのかわりに、第２条の次に次の１条を加えるということで、第３条に、

この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるということでさせていただいております。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日からの施行となります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第４号 大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（長野 正明）  日程第９、議案第４号大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第４号 大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第４号大刀洗町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条
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例の制定についてでございます。提案理由、内容について御説明を申し上げます。 

 まず、提案理由でございますけれども、こちらのほうにありますように、教育委員会の附属機

関であります大刀洗町就学指導委員会を廃し、新たに大刀洗町教育支援委員会を設置するにあた

り、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 

 内容について説明をさせていただきますので、新旧対照表の一番最後の表のところをごらんい

ただきたいと思います。左のほうが新で右側が旧になります。先ほどありましたように、大刀洗

町就学指導委員会を廃止しまして、こちらにありますように、大刀洗町教育支援委員会を設置す

るものでございます。業務の内容、担任事務につきましては変更がございますので、こちらにあ

りますように、障害のある児童の就学を含む教育支援に関する事項について調査、審議をするこ

とというふうに規定をいたしておるところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  説明を受けましたが、名称が変更になることと、その内容について

も、何か大きな変化がちょっと理解できませんが、何か変更することによって内容に、多分、教

育支援全般のことが大きくうたい込まれているんだろうと思いますけれども、わかりやすくとい

いますか、こういうことが支障を来すので教育支援委員会と変えるというような何か理由がござ

いますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  子ども課の大浦でございます。ただいまの花等議員の質問にお答え

させていただきます。 

 結論から申しまして、大きく内容が変わるものではございません。これまで就学指導委員会は、

年２回から３回ほど開催してまいりました。その中で、今度就学するお子さんとか小中学校に通

うお子さんについて、就学という形で指導を行う機関としてその就学指導委員会を設けてきたわ

けでございますが、今後、これからの児童生徒に対しまして、早期に、本人や保護者への教育支

援全般を行うということから、そして保護者への情報提供等も含めまして、総合的な教育支援を

審議する組織ということで、就学という１つのイメージするものよりも全体的な総合支援という

形に名称を変えさせていただこうと思っております。 

 この動きは、当町ではなく、全国的な流れのほうにもなっております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  はい。 

○議員（８番 花等 順子）  はい、よくわかりました。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 
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〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５号 大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１０、議案第５号大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５号 大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第５号大刀洗町特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。提案理由、内容の説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、こちらにありますように、就学指導委員会委員、それから青

少年いじめ等の相談員、不登校生徒指導非常勤講師及び学力向上検証委員会を廃止するとなって

おります。一部事業が終わったもの等もありまして整理をするものでございまして、新たに、こ

ちらのほうにありますように、教育支援委員会委員及び子ども支援推進会議委員を新たに設置す

るものであります。 

 内容の説明のほうをさせていただきますけれども、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと

思います。左側のほうが新でございまして、右側のほうが旧となっております。先ほど説明があ

りましたように、就学指導委員会委員のほうにつきましては、教育支援委員会委員に名称が変更

されるために変更するものでございまして、あとアンダーラインを引いている部分等につきまし

ても一部事業が終わっているもの等につきましてのため委員を廃止するものと、新たに右側のほ

うに子ども支援推進会議委員というのを新たに設置するために表を一部改正するものでございま

す。 

 なお、額等につきましては、予算で定めた額というふうになっております。 

 これの施行についてでございますけれども、１ページのほうに記載しておりますように、この

条例は平成２６年の４月１日からの施行となります。 

 以上で説明のほうを終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  議案の４号で就学指導委員会を廃止して教育支援委員会を設置する

という条例が出て、この５号のほうで就学指導委員会委員を廃止して教育支援委員会委員の費用

弁償をつくるというのはわかるんですけど、この子ども支援推進会議委員というのは、そういう

条例は必要ないんですか。同じような、４号みたいな条例は必要なくて、いきなりここに出てき

たような感じがするんですけど、これは問題ないんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  それでは、林議員の質問にお答えいたします。 

 先ほどの就学指導委員会につきましては、もうこれで了解いただいたと思いますが、新たにつ

くります子ども支援推進会議委員につきましては、教育委員会の規定の中で設けております。こ

の内容につきまして簡単に説明させていただきますと、先ほど町長の挨拶の中にありましたとお

り、これまでの学力向上推進事業を、それを発展させまして、２６年度から３年間の子ども支援

の推進事業という形で設置して、３年間の事業に取り組んでいこうというものでございます。そ

の中で、子ども支援推進会議委員の報酬を定めているところでございます。 

 この支援会議につきましては、教育委員会のほうの規則のほうで定めているところでございま

す。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  青少年いじめ相談委員が廃止されますが、ここはどこで、その後は

どこで受けられるようになりますでしょうか。この事業をです。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  それでは、花等議員の質問にお答えさせていただきます。 

 今回、青少年いじめ等相談委員について、報酬を削除させていただくわけでございますが、こ

れまで数年にわたり教育相談を実施してまいりました。どういった事業であったかといいますと、

毎週水曜日に午後、場所は隣の社会福祉協議会ぬくもりの館の一室をお借りしまして、電話で相

談を受けるという教育相談を行ってまいりました。これにつきましては広報等で毎月、開催日等

を御案内していたところでございます。 

 それを実施する中で、まず相談委員さんのほうから、件数的に少ないこともありまして、また

後から述べますが、こともございまして、３月をもって辞任したいというお話もございました。

それで、教育委員会のほうで、それについて、ちょっとここ数年の調査を、相談内容を調べたわ

けでございますが、２４年度の実績によりますと、４月から３月までで３８日の開催というふう

になるわけでございます。その中で、実際相談がありましたのは延べで１０件、そして、相談さ
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れた方は３件というふうな状況でございました。こういった相談箇所を設けている割には、電話

等の相談も少ないということで、これは前々から、どうにかしなくちゃいけないなというふうな

ことは委員会のほうでは考えていたわけでございます。 

 それで、そもそも委員会の中に教育相談電話というものも設置されているわけでございます。

そこで、その電話を活用したいと。その電話を使って相談を受けると。相談員は、常時というか、

終日いるもんですから、そこで教育委員会の学校教育課の職員がとって、そしてその内容により

ましてそういった相談箇所への案内とか、あるいは学校教育課で相談できるものについてはこち

らのほうから説明なり相談をしていきたいというふうに考えております。 

 以上のことから、今回の相談委員の体制をやめまして、特に電話での相談と。また、もちろん

電話でなくても委員会のほうでも、そういった相談については常時受けるようにはしております

から、そこのところは特段心配する必要はないんだろうというふうに理解はしております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  それでは、これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第６号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（長野 正明）  日程第１１、議案第６号大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第６号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第６号大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。提案理由及び内容について説明を申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、ここに記載しておりますとおり、平成２１年に大刀洗町職員

の給与に関する条例を一部改正をいたしました。職員の町内への転入を促進することを目的とし

まして、住居手当の特例を定めておりまして、条例施行以降、この制度を利用して新たに町内に

居住した職員がいないということもありまして、今回、この制度を廃止するものでございます。 
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 それからもう一つが、平成１８年に実施されております給与構造改革により導入された給与の

切りかえに伴う経過措置を国のほうが平成２５年度で廃止される等に伴いましてこれを廃止する

ものでございます。 

 それでは、内容の説明のほうに入りますので、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思い

ます。２ページ目でございます。こちらに住居手当の特例という形で、第１２条の４というのを

規定をさせていただいております。ここに掲げておりますように、前条の規定にかかわらず、大

刀洗町に住所を有するもので、次に掲げる各号のいずれかに該当する職員については住居手当を

支給するというものでございます。加算して支給するものでございます。 

 まず、前条の第１項に該当する職員というものにつきましては、住宅を借り受けて月額１万

２,０００円を超える家賃を払っている職員が対象になります。それと、持ち家として自分が住

んでいる、居住している、住居を持っていて職員で世帯主であるものについてが一応対象になり

ます。 

 第２項に、その額については、月額１,０００円でございまして、ただし新築されるか、もし

くは購入、または購入なされた日から起算して５年間を経過するまでの間については２,５００円

を支給しているものでございます。 

 それからもう一つ、次の第７条関係、給与の切替えに伴う経過措置でございます。これにつき

ましては平成１８年に給与構造改革がされまして、平均給与月額が４.８％ほど引き下げられて

おります。それに伴いまして、激減緩和ということもありまして、当時のもらっている給与につ

いては一応現給補償を行ってきたところでございます。 

 今回、国の制度が廃止されることに伴いまして、第７条に記載しております条文を今回削除す

るものでございます。 

 なお、施行日につきましては、１ページのほうにありますように、平成２６年の４月１日から

の施行となります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  ４番、平山です。２つほど大きな点があるかと思いますが、後段に

ついて質問をしたいんですが、経過措置の廃止に伴う影響人数と影響金額について具体的にお願

いしたいと思いますが。 

○議長（長野 正明）  佐藤副町長。 

○副町長（佐藤 嘉洋）  平山議員の質問にお答えいたします。 

 今年度いっぱいで廃止というふうな提案でございますので、本来続ければ２６年度対象である

人ということでお答えさせていただきます。平成２６年度、もし継続すれば対象である人は７名
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です。その７名の方、現在の役職でいいますと、管理職の方が４名でそれ以外の方が３名で７名

ということです。 

 額については、３,０００円から、一番高い人で９,０００円ですか──ということですけど、

大体平均すると６,０００円ほどという形の額になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  じゃ、これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第７号 大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１２、議案第７号大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７号 大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  議案第７号大刀洗町公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について提案理由及び内容について説明を申し上げます。 

 提案理由でございますが、ここに記載をいたしておりますとおり、使用料等につきましては社

会保障の安定財源の確保を図る税率の抜本的な改革です。消費税のほうが４月１日から、現行

５％が８％に改正されるという法律ができておりますので、その消費税及び地方消費税の税率を

引き上げられたことを考慮しまして、消費税相当額を加算するため、関係条例について所要の改

正を行っているところでございます。 

 内容につきましては、新旧対照表のほうで御説明申し上げたいと思います。新旧対照表のほう

をお開きいただたきたいと思います。１３ページからでございます。 

 今回、この条例を１２条という形で一括して制定をさせていただいております。これにつきま

しては、大刀洗町の施設でございます、最初にありますように、大刀洗町の公民館の設置及び管

理に関する条例、それから一番最後のほうにあります、一番最後のページの、大刀洗町公園の設
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置及び管理に関する条例の設置がございまして、１１の施設と、それから途中の２５ページのほ

うをお開きいただきたいと思いますけれども、大刀洗町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する

条例というのがございまして、これは、し尿処理の収集手数料を定めたものでございます。 

 それでは、最初から説明をさせていただきます。まず、大刀洗町公民館の設置及び管理に関す

る中に、別表第２第９条関係に使用料関係を載せております。今回、改正の内容でございますけ

れども、たとえますと、一番上の表の使用料、施設の使用料、１時間当たりで、真ん中のほうを

ごらんいただきたいと思いますけれども、町民、町外者の今後という形で、現行、２階大ホール

の使用に関しましては６００円というふうに記載をいたしております。この額につきまして、

１.０５で割り戻しをいたしまして、それに新消費税率１.０８を掛け合わせて１０円単位に丸め

たものが６１０円というふうに改定をさせていただいております。 

 以下、同様な積算根拠に基づきまして、下のほうにアンダーラインを引いておりますところが

今回改正になるところでございます。 

 なお、冷暖房使用料につきましては１時間当たり、これにつきましてはコインタイマー式とい

うこともございますので、１０円単位の変更が難しいということもありまして、今回は据え置き

をさせていただいているところでございます。 

 以下、主な施設名だけを紹介させていただきたいと思います。 

 次の１４ページが大刀洗町文化会館の設置条例の中にあります別表第１関係をこのように改め

るものでございます。 

 それから、はぐっていただきまして、１７ページの大刀洗町運動施設の設置及び管理に関する

ものということで、こちらについても別表第１第６条関係を改めるものでございます。 

 続いて、はぐっていただきまして、１９ページ、こちらのほうが大刀洗小中学校の施設の開放

に関する条例の中に、別表８に、第８条関係の使用料関係がありますので、これをこのように改

めるものでございます。 

 続いて、１ページはぐっていただきまして、２０ページのほうに下高橋官衙遺跡公園の設置及

び管理に関するもので、別表第１をこのように改めるものでございます。 

 それから、次のページが大刀洗町社会福祉会館の設置条例の中の別表第５条関係をこのように

改めさせていただいたものでございます。 

 次のページ、２２ページが大刀洗町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例でございま

して、別表第６条関係をこのように改めさせていただきます。 

 次のページが、大刀洗町憩いの園大堰交流センターの設置及び管理に関する条例で、別表第

６条関係をこのように改めさせていただきます。 

 それから、２５ページが先ほど申しましたように、し尿収集料の手数料の変更でございまして、
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現在、人頭制といたしまして一月当たり４７０円を４８０円に、それから従量税、これ１８リッ

トルでございますけれども、２１５円を２２０円に改めるものでございます。 

 以下、あと同じように、大刀洗町の南部コミュニティーセンター、それから次のページの大刀

洗町就業改善センター、それから最後のほうでございます大刀洗町公立公園の設置に関する使用

料手数料といたしまして別表第２第８条関係をこのように改めるものでございます。 

 なお、この施行期日につきましては、経過措置をうたっておりまして、１１ページのほうをご

らんいただきたいと思います。１１ページのほうに施行期日という形で、これは４月１日から施

行になりますけれども、第２項以下に、経過措置といたしましてそれぞれ３月３１日までに使用

申請が出た場合については従前の利用料金というふうになっておりまして、４月１日から申請以

降の部分からこの新たな料金改定の部分の適用というところになっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  ４番、平山です。まずお伺いしたいのが、これの改正によって町の

手数料の歳入増の見込みといったものはまず計算されておりますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  詳しくは積算をしておりませんので、後ほどまた御報告申し上げたい

と思います。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  そうしますと、経費がこれ消費税増税に伴ってこれほど増加するか

らこれのその額を転嫁したいと、そういう具体的な数字に基づく改正ではないというふうに認識

してよろしいでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  平山議員の質問にお答えしますけれども、基本的には消費税が５％か

ら８％に引き上げになるということでございます。それに伴いまして、施設の電気料であります

とかその維持管理費等、水道光熱代、上水道、下水道、あるいは清掃費等も８％支払われますの

で、料金が引き上がることになるかと考えております。これを引き上げないとすれば、利用して

いる方については従来どおりなんですけど、その経費が上がった部分については当然税金等を投

入しておりますので、全然使用しない方についても税金等から支出するという形になりますので、

やはり使用される方に消費税アップ分については適正に転嫁するのが適当だろうという判断のも

とに、今回改定させていただいているところでございます。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  従前の料金を見ておりますと、そもそもが運営経費あるいは使用経
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費に対する相当の額の負担としてもともとの料金が設定されているものではないというふうに思

うんです。例えば、２００円、１００円というふうに前回、従来の料金を見ておりますと。例え

ば、このホールを使うことによって経費が幾らかかるということに対して使用料を何割いただく

とか、水道料とかを見ながらいただくと、もともとがそういう考え方で設定しているものではな

いと、こういう料金を。というふうに思っています。だからこそ消費税がもともと３％とか５％

といった端数も出ていないんだと思いますが、そうしますと、やはりそこに急に今度の消費税増

税に伴う場合に非常に、一律にこれを転嫁していくというのは、もともとの使用料の考え方から

すると少しおかしなことになってくるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

○議長（長野 正明）  どなたが。福永生涯学習課長。 

○生涯学習課長（福永 康雄）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 今言われるとおり、従前は消費税を含んだところでの表示にされておりました。 

今言われるように運営経費を考えたところで設定するということになれば、今の料金の倍以上の

使用料金を払っていただくということになろうかと思います。それを改めて計算し直しますと、

相当な負担を今回の税率引き上げだけの負担に限らず、まだ相当多額の金額の負担になろうかと

いうふうになっております。 

 ちなみに、中央公民館につきましての一例ですけれども、中央公民館の使用料の収入が大体

２５万強です。電気料、いろんなところ、もろもろの支出が１８０万からありますので、今言わ

れるように運営経費を見合うやつで設定し直せということになるとかなりの、桁が１つ上がるく

らいの使用料をいただく必要があるんじゃないかというふうに思っていますので、今回は少しで

もということで、財源確保のためということで消費税分を上げさせていただいております。当然、

この分が１８０万強の支払いにプラスの支出になるということですので、その部分の手当てとい

うことでさせていただいているところでございます。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  済みません、ちょっとよく伝わってなかった、逆です。要するに、

運営経費分の予定としてはもとから取っていらっしゃらない。公共のそういう生涯学習とかある

いはそういう公民館を安い負担で住民の皆さんに広く使っていただきたい、そういう考え方でも

ともと料金を設定していらっしゃるわけですね。だからそれは正しいと思うんです。だから、そ

こに、そういう経費とは別に、無関係なところで、使いやすい料金を設定して住民の皆さんに使

っていただいているということであるならば、今回の消費税の負担というのも一律にこれを上乗

せするという見方ではなくて、どれぐらいの使用料が適正であるのかという点から、上乗せをし

ないという方向からの見方というのも１つ大事じゃないかというふうに思っているんですけど、

そこら辺はいかがですか。 
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○議長（長野 正明）  どなたが答弁されますか。佐藤副町長。 

○副町長（佐藤 嘉洋）  平山議員の質問にお答えします。 

 当然公共施設ですので、皆さんに安価に使っていただくということは前提にあって、福永課長

のほうからも説明があっているわけですけれども、それと、日本全国のべつまくなく降ってくる

消費税増税という話はちょっと切り離して考えたほうがよいのかなというふうに考えております。

国が言っているからというわけじゃございませんけれども、今回の消費税増税については、公共

施設についても適切な転嫁をするようにというふうな通知も全国の自治体に来ておるわけでござ

いますし、あと、利用者も一つの消費者でございますので、基本的に経済活動として貸されるも

のについては、少額ではございますけれども、公共施設の安価な利用というものとはひとつ切り

分けてさせていただきたいということで今回提案させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  じゃ、最後の質問をさせてもらいます。 

 まさに、今副町長がおっしゃったように、私はこの消費税増税というものと公共施設の適切な

料金設定はどうかというのこそ切り分けて考えるべきだと思うんです。また今後、消費税のさら

なる増税すらもあり得るところですし、そこで一つ町の姿勢として、例えばこういう国が負担を

押しつけてくるし、住民の利用料金にも転嫁しろというふうな姿勢で来るけれども、我が町は住

民の皆さんの福祉の向上であるとか、あるいは公共施設のより気軽な利用であるために今回は転

嫁いたしませんので、ぜひ御利用いただきたいと、そのような政治方針というものを持って住民

の方にお示しすると、そういう考え方も１つあると思いますが、町長、最後にその辺、いかがで

すか。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  私は、平山議員同様には考えておりません。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  今まではこの使用料の中に消費税が含まれていたという説明でした

が、その消費税は納入をなさっていたんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えしますけれども、一応公共団体ということに

なりますので、公営企業等は納めておりますけれども、町のほうは納入いたしておりません。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  じゃ、今度３％上がるということで、その上がった分だけが消費税

として納税されるというふうに考えるのでしょうか。 
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○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  今回、３％の引き上げ分については、それぞれの業務、民間がしてい

る電気料であるとか水道料、下水道料等については当然転嫁されるかと思います。その部分の負

担増に伴いまして、町としてもその率に相当する額として一応今回引き上げさせております。た

だ、納めることは、その引き上げに伴って町が消費税を国に払うということはないというふうに

考えております。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  そうであれば、ここに消費税を上乗せする必要はないんではないか

と私は思います。 

 平山議員とは少し考え方が違うかもしれませんけれども、ドリームセンターとかって非常に低

料金で設定してありますので、料金の洗い直しといいますか、見直しをなさったほうがいいので

はないかというふうに思っております。ここで３％の消費税で上乗せすれば、また１０％になっ

たときに改定しなくちゃいけないことも起こるんじゃないかと思いますので、消費税の上乗せと

いうことよりも、料金の抜本的見直し、低料金に抑えるということは私は賛成ですけれども、場

所とかによっては引き上げもあっていいのではないかと考えますので、そこはどのようにお考え

でしょうか。 

○議長（長野 正明）  どなたが答弁を……。安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  確かにドリームセンターなんかは非常に料金が安いということで、町外の

方が大変使っておられます。だから、今花等議員の提案されたように、その辺も含めて見直しを

検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第８号 大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１３、議案第８号大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８号 大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 



- 44 - 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。矢野産業課長。 

○産業課長（矢野 孝一）  それでは、産業課の矢野でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第８号大刀洗町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理

由及び内容について説明を申し上げます。 

 提案理由につきましては、朗読のとおりでございますが、具体的に申し上げますと、平成

２５年度に引き続きまして、平成２６年度以降も両筑土地改良区の受益地内で県営の土地改良事

業が行われる予定であります。事業名は、前と同じように農業水利施設保全対策事業というふう

になります。内容は、頭首工、これは堰であります。それから幹線揚水機場、これポンプ場です。

の保全工事、補修ですけれども、そういった工事と、老朽化した農業用施設、主に揚水のパイプ

ライン等でございますけれども、こういったものを補修する緊急工事でございます。事業の負担

割合は、国が５０、県が２５、地元が２５％となっております。平成２５年度は緊急工事のみで

ありましたので、両筑土地改良区のほうから、町が分担金としてもらいまして、それを町を経由

しまして県に支払いをいたしております。まだ支払いをいたしておりませんけれども、いたしま

す。 

 しかし、平成２６年度からは基本的に、幹線施設の保全工事を行う予定でありますので、この

保全工事につきましては、町内の防災や環境面に関係する地域用水としての目的がございますの

で、２５％の地元負担割合のうち市町、これは小郡、朝倉市、筑前町、大刀洗町の４つの市町で

ございますけれども、それが合計で２２.５％、両筑土地改良区が２.５％という負担割合になっ

ております。そういったことがございまして、地元負担金の２５％を上限といたしまして、土地

改良区から徴収する分担金に昨年から変動が生じたために、改正を行うものでございます。 

 次に、改正点について説明をいたします。４枚目の新旧対照表をお開きください。別表中の改

正でございますが、右側のほうが改正前で左が改正後です。 

 まず、表の凡例欄の分担率をアンダーラインを引いておりますけれども、分担率または額に変

えております。そしてもう一カ所が、次の最後のページでございます。そのページの当該事業に

要する経費に１００分の２５を乗じて得た額を当該事業に要する経費に１００分の２５を上限と

して乗じて得た額で町長が定める額というふうに変えております。また、附則につきましては、

公布の日から施行するということにしております。 

 以上、御審議の上、御承認いただきますように、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第９号 大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１４、議案第９号大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９号 大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。渡邊健康福祉課長。 

○健康福祉課長（渡邊 康弘）  健康福祉課の渡邊でございます。それでは、議案第９号大刀洗町

乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由及び内容について

御説明を申し上げます。 

 提案理由につきましては、先ほど読み上げられましたとおりでございますが、これにつきまし

ては子育て事業の拡充という形で、大刀洗町の子育て事業を応援するというようなものでござい

ます。内容につきましては、３枚目からの新旧対照表について御説明をしたいと思います。 

 まず、この乳幼児医療といいますのは、県の補助事業を利用しまして、２分の１ほどの補助を

いただきまして、町で事業を行っているところでございますが、この新旧対照表の旧側の規則に

つきましては、県の補助と同じ形で進めてきたところでございます。それで、今回、第２条につ

きまして、第２条第１号のアとイのところ、こちらを削除いたしまして、新で、先ほどありまし

たように、「住所を有する６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるものをいう」

ということで、就学前の子供さんまで対象を広めているということでございます。 

 次に、第４条についてでございますけど、次のページに、これまでは３歳から６歳までの間に

ついては一部負担を取っていたところでございます。ここの部分につきまして、削除いたしまし

て、新の第４条につきましては、一部負担の部分について全て削除ということで、就学前まで無

料という制度に直したところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

 以上で午前中の審議はこれで終わります。午後は議場の時計で１時１０分より再開いたします。 
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休憩 午前11時58分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午後１時11分 

○議長（長野 正明）  議案審議の前に、午前中審議いたしました議案第６号大刀洗町職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部のほうの説明が一部訂正があります

ので、訂正をお願いします。佐藤副町長。 

○副町長（佐藤 嘉洋）  お時間をとらせていただきましてありがとうございます。 

 午前中、平山議員から質問がありました現給保障の対象者について、ちょっと戻りまして、ち

ょっともう一回確認したいこと、１件ちょっと修正をお願いしたいと思います。 

 管理職が４人とそれ以外が３名というふうに言っておりましたが、管理職に１人漏れがありま

して、合計８人、管理職５人のそれ以外の方が３名です。今おられる８名が昇格はせずにそのま

ま来年度、通常の４号級を加算したところの部分で考えますと、現給保障をもし続ければ８名の

方の平均月額は約５,０００円でありますということで、ちょっと午前中お答えしたところの訂

正をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  田中係長。 

○総務企画係長（田中 豊和）  では、午前中に第１号議案のほうで花等議員のほうから御質問い

ただいておりました就学部分休業の職員の賞与の件です。こちらにつきましては、第２号議案の

高齢者部分休業も同じ取り扱いとなっておりますので、合わせて御回答させていただきます。 

 期末手当に関しましては、就学部分休業、そして高齢者部分休業をしている職員、これは休業

している期間については、その期間の２分の１を勤務の期間から除算するということになってお

ります。また、勤勉手当につきましては、その休業している職員として在職している期間は勤務

期間とはみなさないというような取り扱いになっております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  済みません。議案の一般会計補正予算（第５号）の文言の訂正をこの

際ちょっとお願いしたいと思います。 

 １ページはぐっていただきまして、２５年度大刀洗町一般会計補正予算書…… 

○議長（長野 正明）  ちょっと課長、ゆっくり、ゆっくり。 

○総務課長（山本  浩）  ございますでしょうか、一般会計補正予算、第１５号でございます。

第１５号を用意していただけたらと思います。 

 準備できましたでしょうか。よろしゅうございますか。それの１ページはぐっていただいたと
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ころに、一番最後に、第３条というのがあるかと思います。地方債の補正についてでございます。

ここの「地方債の追加及び変更」になっておりますけれども、正式には「変更及び廃止」に訂正

をお願いいたします。申しわけございません。変更及び廃止に訂正をお願いいたします。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 はい、補正予算を１ページはぐっていただいたところに、第３条に地方債の補正というのがあ

るかと思います。地方債の補正。第３条。そこに地方債の追加及び変更は、第３表地方債の補正

予算によると書いておりますけれども、追加及び補正ではなく、変更及び廃止に訂正をお願いい

たします。よろしゅうございますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  文言の変更ですね。 

○総務課長（山本  浩）  はい、文言の訂正をお願いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  はい、それでは、進めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１０号 大刀洗町消防団の定員，任用，給与，分限及び懲戒，服務等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１５、議案第１０号大刀洗町消防団の定員，任用，給与，分限及び

懲戒，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１０号 大刀洗町消防団の定員，任用，給与，分限及び懲戒，服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。久次地域振興課長。 

○地域振興課長（久次 桂二）  地域振興課の久次でございます。 

 それでは、議案第１０号大刀洗町消防団の定員，任用，給与，分限及び懲戒，服務等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容の説明をいたします。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がございましたとおり、大刀洗町消防団の組織体制の充

実強化を図ることを目的といたしまして、町職員で組織します本部分団を新たに設置するもので

ございます。 

 内容について御説明をいたします。議案書の最後のページをごらんいただきたいと思います。

議案書の最後のページに条例の新旧対照表を掲載いたしております。左側が新です。それから右

側が現状の条例でございます。 
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 左側の表の一番下のところに、計９０名というふうに現分団員の総数が示されておりますが、

本部分団を分団長以下１０名で組織しますので、改正後の分団の定員につきましては、左側の一

番下のところにございます１００名というふうになります。構成の内容でございますけれども、

現在、分団長については４名というふうに記載がありますが、こちらが１名増ということで５名

になります。それから、機械団員でございます。現在２０名でございますけれども、本部分団の

ほうに６名を増ということでありますので、機械団員につきましては２６名となります。それか

ら、一般団員につきましては、現在４４名でございますけれども、新たに本部分団として３名を

設置いたしますので、一般団員は４７名となるところでございます。 

 以上で、条例改正の提案理由及び内容の説明をさせていただきました。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  各分団においては、機械員の任期を４年とか５年とか設けてありま

す。本部分団においては、ここはどのようにされますでしょうか。 

○議長（長野 正明）  久次地域振興課長。 

○地域振興課長（久次 桂二）  花等議員の御質問にお答えいたします。 

 本部分団につきましては、業務を抱えての新たな負担となりますことから、各所属に負担を広

く求めようと思っております。その後、職員ですから当然人事異動等がございますので、期間と

いたしましては特に定めないというふうにしております。ただ、おおむね２年から５年ぐらいを

めどに任期をその間担っていただければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ほかに。９番、平田一成議員。 

○議員（９番 平田 一成）  ９番の平田です。ちょっとお尋ねいたしますけれども、本部に消防

団ができますが、これはおおむね町外者となっておりますが、昼はもちろん一番素早く出られる

と思いますが、夜の勤務は大体どういうふうに、夜の火災の場合は町外者もやっぱりここまで来

て消火活動に当たるんですか。それともどんなふうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（長野 正明）  久次地域振興課長。 

○地域振興課長（久次 桂二）  平田一成議員の御質問にお答えいたします。 

 本部分団につきましても他の第１分団から第４分団同様に、夜間、火災が発生すれば、それは

駆けつけて消火活動に当たるというふうにしております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかに。 

〔なし〕 
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○議長（長野 正明）  じゃ、これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１１号 大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１６、議案第１１号大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支

給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１１号 大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。久次地域振興課長。 

○地域振興課長（久次 桂二）  地域振興課の久次でございます。 

 それでは、議案第１１号大刀洗町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、提案理由及び内容の説明をいたします。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がございましたとおり、国において消防団の処遇改善を

図るため、退職する団員に対する退職報奨金の引き上げが予定されておることから、本条例の改

定をするものでございます。 

 処遇改善につきましては、昨年の１２月に議員立法で消防団を中核とした地域防災力の充実強

化に関する法律が１２月に施行をされております。その中で、消防団の処遇改善ということでう

たわれております。それに関するものでございます。 

 内容につきまして御説明をいたします。提案書の最後のページをお開きいただきたいと思いま

す。こちらのほうに条例の新旧対照表を掲げております。左側が新しい改正後の内容です。それ

から右側が現在の条例の内容でございます。 

 改正の内容につきましては、階級ごとに５年刻みで定めておりますけれども、引き上げに関し

ましては一律５万円を増とするというふうな内容でございます。したがいまして、階級並びに勤

務年数それぞれの各段階におきまして、現在の退職報奨金の額に５万円を加算した額が新たに退

職報奨金の額としてなるものでございます。 

 ただ、最低額が２０万円というふうに定められておりますので、こちらにつきまして、新しい

新のほうの表の左下のところの団員、こちらが本来でありますと１９万４,０００円でございま

すが、最低の退職金を２０万円とするということですので、団員の部分が５年以上１０年未満の
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団員につきましては２０万というふうに改正されるものでございます。こちらにつきましては上

げ幅が５万６,０００円となるところです。 

 以上で内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１２号 大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１７、議案第１２号大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の

制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１２号 大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  住民課の川原でございます。私のほうから御説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第１２号大刀洗町大刀洗支所設置条例を廃止する条例の制定について、提案理由及び内容

について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、先ほど朗読がありましたとおり、大刀洗町役場出先機関として、現

在の大刀洗支所を新たに大刀洗町菊池連絡所として配置することに伴い、大刀洗町大刀洗支所を

廃止するため、提案するものでございます。 

 内容につきましては、２枚目をお願いいたします。 

 ２枚目のほうに、大刀洗町大刀洗支所設置条例をつけておりますが、この条例は、第１条のと

ころにありますように、地方自治法第１５５条第１項で、市町村にあっては、支所または出張所

を設けることができる。また、第２項に、支所もしくは出張所の位置、名称、所管区域は、条例

で定められなければならないということに基づいて制定をされております。 

 今回、変更いたします理由としましては、大きくは３点ございます。 

 まず、現在の支所については、この地方自治法で規定されております市町村の事務全般にわた

っての事務をつかさどる総合出先機関ということと現状が大きく異なっております。 

 ２点目に、人員体制について、正規職員に限らず、再任用職員、嘱託職員等でも柔軟に対応で
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きるようにするということでございます。 

 ３点目に、現在、支所のほうの利用者といいますのが、平均、日に１３名か４名ぐらいとなっ

ております。転入者の方とか、場所がわからないとか知らなかったということをよく言われてお

ります。これを機に、ＰＲをして、支所のほうも活用していただくということが１つ理由となっ

ております。 

 また、あわせて、所管区域も菊池校区であることから、支所の大刀洗を菊池と変えて、菊池連

絡所とするために、設置条例を廃止するものでございます。 

 菊池連絡所につきましては、規則で設置することにしておりますが、開所日、開所時間、業務

の内容につきましては、現在の支所と同様でございます。なお、施行期日につきましては、前の

ページの附則にありますように、平成２６年４月１日からの施行でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  ７番、安丸です。 

 今の説明の中でもありましたけども、連絡所になっても業務内容は変わらないということだっ

たかと思いますが、取り扱い業務は変わらないと思いますけども、話によると、再任用の方が配

属になったときの住民サービスからの面での問題点というのが、再任用の方は、フルタイムじゃ

なくて週４日間の勤務というのも聞いておりますけど、そこらあたりの住民サービスの面からの

変更はないんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  ４月からどなたがっていうのはまだ決まっておりませんけれども、再

任用の方が支所のほうに行かれた場合、再任用については週４日それからフルタイムと、本人の

希望によってなされるということですけれども、週４日になった場合、当初４日間あけることで

検討しておりましたけれども、やはりサービス低下になるということで週５日ということで、も

し４日間の選択をされた場合は１人になりますので、その場合は、今のところ、本庁から職員が

出向いてカバーすると、そういう体制でいきたいと思います。 

 ただ、どうしてもやむを得ず行けない場合等もございますけれども、それについてはきちっと

対応できるように、業務に支障がないようにしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  今、大刀洗支所は、場所が就業改善センターのほうに移されて、

２名の職員と嘱託職員で運用されております。同じく、就業改善センターでは、菊池の地域づく

りがあっておりまして、ここは毎日１人体制か２人体制か、ちょっと定かではございませんが、
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連絡所になるのを機に、ここの仕事を統合といいますか、上手に、支所は支所の仕事、地域づく

りは地域づくりの仕事じゃなくって、重なり合えるようなシステムになれば、効率もよくなるん

ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（長野 正明）  川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  今の時点では、その部分はまだ検討しておりませんけれども、例えば

例を申しますと、小郡市にサービスセンターというのが２カ所ございます。あすてらすの中と三

国校区公民館です。そこには、同じように、今回支所みたいな住民票の交付とかという業務もあ

ります。そこは、校区センターの職員の方と支所の仕事をしてある方と、兼務で配置をされてお

ります。部屋も１部屋で、２名なり３名の方が、両方の仕事をしてあるという形での運営をして

あります。そこは、今後の課題だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかに。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  先ほどの答弁で、事務の処理内容については変わらないということ

をお聞きしましたが、そうしますと、今回、支所条例を廃止して連絡所へ変更するというのの、

その最大の目的、本拠といいますのは、職員の身分に関する部分というふうに認識してよろしい

でしょうか。 

○議長（長野 正明）  川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  平山議員さんの御質問にお答えいたします。 

 先ほど説明しましたように、理由は幾つかございますけれども、今回、検討するきっかけにな

ったところは、そのところになります。今、言われましたように、今後、職員数がかなり減って

きておりますので、必ずしも正規職員が行って業務をできるとは限りませんので、そこは、再任

用なり嘱託職員の方で対応できるような形で、継続をしていきたいというところでの変更です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  先ほど、別の議員もおっしゃったように、地域づくりと関連してい

くとか、いろんな方法もあると思いますし。例えば、支所は、今、県内では置いてるとこは少な

いんだよということ、よく説明の中でもあるんですけど、逆に、この高齢化とか、あるいは単身

世帯化が進む中で、むしろ支所機能であるとか、そういう地域に根差した組織づくりという点で

は、逆に、これは僕は充実も必要という考え方もあるのかなと思います。１つは、現在の支所機

能が、今後将来にわたって引き続き続けられるのかと、そこら辺の長期的な考え方を、まず当局

のお考えを聞きたいと思うんですが。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  平山議員の質問にお答えします。 
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 閉鎖するとか、そういうことは考えておりません。今度新しく変える体制で、続けていくとい

うつもりでおります。 

○議長（長野 正明）  平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  多分、町長が最初に町長選挙、お出になったときに、私どもはアン

ケートをお願いしたけれども、そういうときにも同じような答弁があったように思っております

ので、そこはよろしくお願いしたいと思いますし、私どもが住民の方にお願いしたアンケートに

も、ここの支所の存続の要求ってのは非常に強くございました。ですから、どういう形で行うに

せよ、変更ある場合は、やっぱり住民の方のニーズとか御意見を十分お聞きするという体制が必

要じゃないかと思います。 

 もう一つですが、これは条例は廃止されます。そうしますと、今度は、この連絡所を設置する

根拠というのは規則になるんです。そうなると、例えば、廃止しないとおっしゃったけど、連絡

所を廃止する場合に、そうなると、議会の議決にはかからないということになると、そういう認

識でよろしいですか。 

○議長（長野 正明）  川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 今、言われましたように、条例及び規則ですけれども、法令ということにつきましては変わり

はございませんけれども、条例につきましては議会の承認が要ります。規定につきましては、議

会のほうの議決は必要でございませんので、その部分は違います。 

 ただ、きちっと今回も菊池校区の議員さん、それから校区の区長さんに説明をいたしましたけ

れども、当然、変更する場合は、地域に説明をして理解をしていただいた上での変更をする必要

があるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  そこをきちんと続けていきますよと、それから協議しますというこ

とを担保するためにも、この廃止条例と並びに連絡所を設置する根拠条例というものの新規の作

成というものが私は必要と思いますが、その辺の検討はいかがですか。 

○議長（長野 正明）  川原住民課長。 

○住民課長（川原 久明）  平山議員の御質問にお答えいたします。 

 支所につきましては、地方自治法で規定されてますように、条例で定めないといけないという

ふうになっておりますので、条例で制定をしております。今回、連絡所につきましてはそういう

規定がございません。よその例も見ましても、規定等で制定をされております。 

 それから、業務内容につきましても、廃止するということであれば非常に大きな問題ですけれ
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ども、それを設置することにつきましては、条例に制定するというよりも規定で制定するという

のが正しいやり方だと思いますので、そういう判断の上で、今回規定で制定をしておるところで

す。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  最後になりますが、条例を定めてはいけないということではないわ

けですよね。ですから、これは、よその事例も１つあるんでしょうけれども、私どもとしては、

やはり将来にわたっての制度を担保していただくと、それから、変更なり廃止がある場合は、き

ちっと住民の代表機関である議会で諮ること、その点も含めて、今回は明文化というものをぜひ

ともお願いしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  佐藤副町長。 

○副町長（佐藤 嘉洋）  平山議員の質問にお答えいたします。 

 条例の解釈については、おっしゃるとおり、法律に違反しない限りにおいて、自治体において

は条例の自主制定がございます。地方自治法においては、支所、出張所を設ける場合は条例化し

ないといけないということを書いてるだけで、特に連絡所を条例化してはいけないということは

書いておりませんので、できるかというと、多分可能だと思います。 

 ただ、川原課長も言いましたとおり、基本的には、規則、規定という形で全国的には制定され

ておることと、仮にまた何か変更がある場合には、手続き的には、地域の説明や議員さんの説明

とか、同じものを必要だというふうにこちらも理解してますので、今回については、規則、規定

等の対応でお願いできたらというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  平山議員の心配、いろいろですけども、首長の立場からして、もし私がい

なくなっても、これを廃止するということになれば、そう簡単にできないと思います。さっきも

説明したように、区長さんとか地元の議員さんたちに、ちゃんと説明して納得してもらわないと

できないことですから、そう心配されなくていいんじゃないでしょうか。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１８．議案第１３号 損害賠償の額を定めることについて 

○議長（長野 正明）  日程第１８、議案第１３号損害賠償の額を定めることについてを議題とい

たします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１３号 損害賠償の額を定めることについて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  子ども課、大浦でございます。 

 それでは、議案第１３号損害賠償の額を定めることについて、提案理由及び内容の説明をさせ

ていただきます。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読のとおりでございます。 

 この議案書の裏面のほうをごらんいただきたいと思います。 

 損害賠償の額を定めることについて、１、相手方でございますが、こちらに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２、事故の概要でございます。平成２５年７月８日午後１時５０分ごろ、大刀洗町立大刀洗中

学校の職員室等において、同校１年生の当事者に対して、同校教諭がいき過ぎた指導（体罰）を

行い、左肩烏口突起骨折と左肩打撲のけがを負わせた。生徒は、同日から治療を開始いたしまし

て、２５年９月の３日まで治療が行われて、その日に終了しております。なお、損害賠償責任に

つきましては、国家賠償法により、学校の設置者が負うということになっております。 

 ３、損害賠償額でございます。合計額３７万４,４５８円でございます。この内訳は、下に書

いているとおりでございます。看護料、通院付添費として２万４,６００円、事故に係る交通費

３,４２２円、精神的損害に対する賠償金、慰謝料でございますが２４万３,６００円。そのほか

に、治療費等として７万７,２３６円。物損がありました。物損に係る費用として２万５,６００円

が内訳でございます。ただし、この治療費等と物損に係る費用、この２点につきましては、既に

町のほうが一部立てかえてる部分もあります。この賠償額につきましては、親権者の了承を、既

にもういただいているところでございます。 

 次に、支払いの方法でございます。町から相手方の親権者の指定口座に振り込みし、支払うも

のでございます。 

 最後に、示談でございます。紛争を将来に残さないため、示談書を作成し、双方１通を保管す

るものといたします。 
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 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。９番、平田一成議員。 

○議員（９番 平田 一成）  ９番、平田でございます。 

 ちょっとお尋ねいたしますが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この先生に対する処分、どういうふ

うな処置が取られたんでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  平田議員の質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、途中経過として６月ごろに１度、議員さん方に御説明させていただいた

ところでございます。その後、当該教諭に対する処置について述べさせていただきます。 

 まず、８月１日に、県の教育委員会から停職１カ月の処分を受けております。その同月５日に

は、教育委員会のほうから、校長と教頭に訓告のほうを言い渡しております。これは、直接当該

教諭と関係ございません。失礼しました。１１月２１日に、久留米区の検察庁から、久留米簡易

裁判所に対して、傷害として起訴されておられます。同月の２２日に、略式命令により罰金刑が

下されているところでございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  平田一成議員。 

○議員（９番 平田 一成）  これは、また、こういう先生は１度手を出したら、また２回、３回

がどこの学校でも大体行われておりますが、そういう今度は起きないという保証、そういう問題

点については何か考えられたことがありますか。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  それでは、平田議員の質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、まず事案当初から、県教育委員会の体罰によらない指導の手引きという

ものをもとに、学校内で研修を行いました。それまでの問題といたしましては、１人の生徒に対

して１人の先生とか、少人数でかかわることに問題があったんだろうというものが出てきまして、

その中で、全体で組織としてかかわるというふうな方向で研修会を進めているところでございま

す。 

 それで、あとは、当該生徒に対しましても、個別の支援計画を立てて、現在においてもスクー

ルカウンセラーという専門員等、本人あるいは家庭のほう、いわゆる親権者のほうとの家庭との

つながりをもって手当てに当たっているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（長野 正明）  ９番、平田一成議員。 

○議員（９番 平田 一成）  こういうことが、２度と起こらないように、ひとつ今後十分に気を

つけていただきたいと思います。 

○議長（長野 正明）  答弁がいりますか。 

○議員（９番 平田 一成）  はい。 

○議長（長野 正明）  じゃ、答弁をお願いします。 

○議員（９番 平田 一成）  返答をお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  大浦子ども課長。 

○子ども課長（大浦 克司）  それでは、平田議員の質問にお答えします。 

 当然、こういう暴力行為はあってはならないという立場のもとに、これまでも委員会のほうと

してはやってきたわけでございますが、今後、さらにこういう指導を強めながら、体罰の起こら

ない安全な学校であることを目指してやっていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２５号 損害賠償の額を定めることについて 

○議長（長野 正明）  日程第１９、議案第２５号損害賠償の額を定めることについてを議題とい

たします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２５号 損害賠償の額を定めることについて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  それでは、議案第２５号損害賠償の額を定めることについて、提案理

由及び内容について説明申し上げます。 

 下のほうに提案理由がございますように、町有車両による物損事故のほうの損害を補償するた

めでございまして、地方自治法第９６条第１項の１３号の規定によりますと、１３号のところに、

法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることというのがうたわれております。これに基づ

いて今回提案をさせていただいてるところでございます。 
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 内容について説明をさせていただきます。 

 まず、事故の概要でございますけれども、平成２６年２月６日午前９時５０分ごろに、大刀洗

町本郷４４６５番地６、西本郷の公民館の敷地内においてでございますけれども、地域振興課職

員が、業務のため、町有車両を駐車しようとしたところ、アクセルとブレーキのほうの踏み違い

により運転操作を誤りまして、敷地内の廃棄物倉庫へ衝突し、外壁と基礎ブロックの一部が破損

したものでございます。 

 相手方としましては、西本郷区、廃棄物倉庫の管理者でございます。 

 損害額といたしましては４万９,３５０円となって、既に、もう工事のほうは終わってるよう

でございます。 

 支払いの方法でございますけれども、財団法人全国自治協会のほうに町のほうが保険に入って

おります公用自動車の損害共済のほうから、相手方であります修理業者のほうに、指定口座に振

り込むこととしております。 

 御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。１０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  １０番、森田です。 

 たまたま、私も、この日はこの事故を目撃した１人でございますけど、この物損の４万

９,３５０円についてはもうこれでよろしいと思いますけど、運転していた方と同乗者の方が打

撲を負ったということをあのとき聞いておりましたけど、そちらのほうの治療費等はどうなった

んでしょう。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  森田議員の質問にお答えしますけど、確かに同乗者がおられてまして、

まだそちらのほうは額が確定しておりませんので、また決まり次第、こういう形で承認をいただ

くことになるかと思っております。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  私の記憶では、こういう物損事故とか交通事故が議題に上がったこ

とはないように思うんですが、事故は多分あってるんだろうと思うんですけどね。その普通の事

故と、今度この議決にかけれらた、何か違うんでしょうか。職員の交通事故とかで、私、あんま

り記憶にはないんですけれども。それとも、なかったのかもしれませんけど。 

○議長（長野 正明）  過去には、こういう事例で議案になったことがないという質問でございま

すので、今まではなかったのかどうかと。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の御質問にお答えしますけど、本来であれば、事故等が幾つ

かあっておりまして、額につきまして低額にかかわらず、物損等については議会の承認を取って
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いく必要があったかと思っております。 

 ちょっと過去にあった部分について紹介をさせていただきたいと思いますけれども。あくまで、

町の公用車で、ちょっとわかってる部分については──町の部分ですね。町の部分ですので、町

の公用車だから、あくまで相手方がおる場合、町の部分については相手に傷を負わせた場合等に

ついてでございますので、今、ここにちょっと把握してる段階で、１つは、福祉バス等の物損事

故がございまして、平成２４年の９月の１０日ですね。それから、相手方があるのが、２４年の

１１月２日、これも相手側があります。一応、２点ほどがちょっと今わかってるところで、ちょ

っと今把握してる、済いません。もう一つありました。もう一つが、ちょっと古いのになります

けれども、２１年の１２月２５日に、これは西鉄バスと接触して損害を支払っております。それ

と、２２年の３月１日、これも福祉バスのほうですけれども。済いません。これは、自分とこで

すので、これはございませんですね。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  過去には事故はあったけれども、議会には付されなかったと。法的

には、議会にかけるべきだということでのこの上程というふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えしますけども、先ほど申しましたように地方

自治法の条例にも上げておりますけれども、第９６条の第１項第１３号に規定がありまして、先

ほど申し上げましたように、１３号は、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることちゅ

うのがうたってありますので、大体、これに基づいて、限度額の損害額については議会の承認を

得るということになっております。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  だから、この法律は前からあったわけですから、本当は、議会に付

して議決してからの損害賠償の処置をするべきところが、今まではなさってなかったということ

ですね。 

○議長（長野 正明）  山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えします。 

 おっしゃるとおりでございまして、本来は、議会に議案として上程して、損害額については承

認をいただく必要があったということで、大変申しわけなく思っておるところでございます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第１４号 町道路線の認定について 

○議長（長野 正明）  日程第２０、議案第１４号町道路線の認定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１４号 町道路線の認定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  建設課の重松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１４号町道路線の認定について、今回の町道の新規認定２路線につきまして、

提案理由及び内容について御説明いたします。まず、議案第１４号の議案書の２ページをごらん

ください。 

 まず、１路線は、認定番号３３７番、路線名は本郷３９号線、延長は７８メーター、道路幅員

６メーターでございます。３ページの地図をごらんください。場所としましては、大刀洗運動公

園、斎場たちあらいの西側で、この道路につきましては、開発行為に基づく道路でございまして、

約２,８００平米の造成を行いまして、この中に１１区画の分譲宅地として開発された造成区域

でございます。この中に、延長７８メーターのＬの字の形をした道路がつくられまして、町の開

発指導要綱に基づいてつくられた基準に合致した道路でございますので、町道認定をさせていた

だくところでございます。 

 次に、再度２ページをごらんください。 

 ２本目の路線は、認定番号３３８番、路線名は鴨屋敷線、延長は５７メーター、幅員は

９.６メーターでございます。場所につきましては、１番最後のページ、４ページをごらんくだ

さい。図面の下のほうが、国道３２２号線、Ｔの字の鵜木交差点部分から北側の部分の５７メー

ターでございます。北の部分は、鵜木側沿いの既存の町道高樋上高橋２号線が来ておりまして、

この町道と国道３２２を接続するための道路でございます。 

 以上、２本について説明を申し上げましたので、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  ２番の黒木です。 

 この本郷３９号線と鴨屋敷線ですね。これにつきまして、路線はわかりますけれども、本郷の

３９号につきましては、ここについては、このメーター数の、ちょっと字図がわかりませんが、

寄附かどうかちゅうふうなことをちょっとお聞きしたいと思います。寄附なのか、買収なのか。 
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 それと、この２点目ですね。鴨屋敷線ですね。これにつきましては、結局、１つは地目は田だ

と思います。宅地だと思います。１つは、結局、北側のほうは水田ですので、どのように分筆さ

れて、これじゃちょっと図面がわかりませんので、字図か何かで一応していただいて、これは買

収か寄附かちゅうふうなことをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  それでは、黒木議員の御質問に回答します。 

 まず、１本目の、認定番号３３７号の本郷３９号線でございますけども、これは開発区域に基

づいてできた道路ですので、これは寄附となっております。 

 ２本目の３３８号の鴨屋敷線ですけども、これについては議員の御指摘のとおり、南側が宅地

でございまして、その上が田んぼでございます。これについては、買収で計画をしております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  これは、もう買収ということですので、契約が終わったのか、それ

とも議決してからお金が支払いされるのか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  黒木議員の御質問にお答えします。 

 今回、３月議会で町道認定を申請させていただいて、買収等につきましては、２６年度予算で

実施をしたいと考えておりますので、これからの用地交渉になります。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

 それでは、ここで２時２０分まで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後２時08分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午後２時20分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に続き、再開いたします。 

 山本総務課長より、補足説明がございます。先ほどの、損害賠償の額を定めることについての

議案について。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  森田議員から質問のありました運転者と同乗者の損害はどうかという

ことでしたけども、これにつきましては、公務災害のほうで対応されることになりますので、運
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転者、同乗者とも、損害の賠償とは対象になりませんので、先ほどの回答は訂正させていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第１５号 平成２５年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（長野 正明）  それでは、日程第２１、議案第１５号平成２５年度大刀洗町一般会計補正

予算（第５号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１５号 平成２５年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務課長。 

○総務課長（山本  浩）  それでは、議案第１５号平成２５年度大刀洗町一般会計補正予算（第

５号）について、提案理由、内容について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますけれども、先ほど朗読ございましたように、歳入歳出それぞれ７,０７０万

３,０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ６２億１,３５９万７,０００円とす

るものでございます。 

 それから、第２条のほうに、繰越明許費として翌年度に繰り越して使用することができる経費

については、第２表繰越明許費によるものでございまして、後ほど説明させていただきます。 

 それから、第３条に地方債の補正でございます。地方債の変更及び廃止は、第３表地方債補正

によるということで、これも後ほど説明をさせていただきたいと思います。 

 今回の主な補正の内容でございます。基本的には、不用額等の減額と、それから工事請負費等

の入札による執行残等による減額部分と、２５年度国の補正予算に伴います道路等の２,５００万

円分の追加と、それから１億円ぐらい、基金のほうに積みましたので、今回、増額となってると

ころでございます。 

 内容について、御説明申し上げますので、歳出のほうから説明をさせていただきたいと思いま

す。主なものだけ説明をさせていただきたいと思います。１５ページが歳出になりますので、ま

ずこちらのほうからお願いいたします。 

 最初に、２款１項１目の一般管理費でございます。今回、１,００５万円を追加をお願いする

ものでございまして、内訳といたしましては、３節の職員手当等に、そのうちの時間外手当の中

に６７０万ほど計上させていただいておりまして、これにつきましては、職員数が８９人から
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８３人と、６名減少に伴いましたのと、４月と７月に機構改革等で職員の異動があったために、

今回、これだけ追加させていただくものでございます。 

 それから、１ページはぐっていただきまして、１６ページの真ん中辺でございます。 

 １９節の退職手当組合特別負担金でございます。これについては、２５年度も勧奨退職により

まして２人退職いたしますので、その部分の特別負担金として８９２万を計上させていただいて

いるところでございます。 

 それから、次の、５目の財産管理費でございます。３,６１３万９,０００円の追加をお願いす

るものでございまして、主なものといたしましては、次のページの、２５節の積立金でございま

す。公共施設整備基金積立金として３,６２０万６,０００円を計上させていただいているところ

でございます。 

 それから、次の、８目の電算事務費について。総額は、１００万の減額でございますけれども、

１８節の備品購入費のところにありますように、無停電源装置を３台、新たに買いかえさせてい

ただきたいと思います。これにつきましては、先日、停電等が発生いたしまして、現在あります

機能が全く、住民課から総務課までがバッテリーの劣化等によりまして機能が果たせなかったと

いうことで、今回、買いかえを予定してるところでございます。 

 それから、はぐっていただきまして、１８ページのところの、２款３項１目の住民基本台帳費

の２８万５,０００円の追加でございます。これにつきましては、１１節の需要費に上げており

ますとおり、証明書の偽造防止用の印刷、それぞれ説明に上げておりますように３点ほどござい

ますけれども、在庫的にはまだありますけども、消費税が上がるということで、今回前倒しで買

うために予算を計上させていただてるところでございます。 

 それから、はぐっていただきまして、２０ページのほうお願いしたいと思います。 

 ２０ページのところの、３款１項２目の障害児者自立支援費でございます。補正額は、

１,４５６万２,０００円でございます。主なものといたしましては、２０節の扶助費のところで

ございます。こちらのほうに、障害者（児）の介護、訓練等の給付費が１,１５７万円。それか

ら、障害児通所支援費として６７０万ほど不足しますので、この部分として計上させていただい

てるところでございます。 

 それから、次のページの、３款１項の７目のひとり親家庭等医療医療費につきましては

１０７万５,０００円でございますけれども、これについては２０節の扶助費に５０万円、それ

から２３節の償還金として、県への返還金という形でこの部分を増額させていただいております。 

 ２３ページのほう、お願いしたいと思います。 

 ３款２項１目の児童福祉総務費でございます。こちらのほうの、１９節の負担金といたしまし

て、保育士処遇改善臨時特例事業補助金として新たに補助対象となっておりますので、２８１万
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１,０００円を追加させていただいております。 

 それから、２０節の扶助費でございます。金額といたしましては７７０万円で、それぞれ各園

の園児数とかが確定しておりますので、それぞれ増減はありますけれども、大刀洗保育園と菊池

保育園のほうは一応増額という形で、今回これだけを計上させていただいております。 

 それから、めくっていただいて、２５ページのほうお願いいたしたいと思います。 

 ２５ページのほうが、５款１項５目の農業振興費といたしまして、３８万３,０００円の追加

をお願いしております。内容といたしましては、１９節のところの中段のほうにありますけれど

も、経営体育成支援事業補助金として、田植機６条植え１台部分として７９万９,０００円を追

加をさせていただいております。 

 それから、次のページ、２６ページのほうの、１５目の農業農村整備費については、７２８万

４,０００円の減額となっております。主なものとしましては、県営農業水利施設保全対策事業

費負担金として、両筑土地改良区からもらって、県のほうに支払うようにしておりましたけれど

も、直接、両筑改良区のほうから県のほうに支出しておりますので、これは減額をさせていただ

いております。歳入のほうについても、これは減額というふうになります。 

 それから、２７ページの下の方でございます。 

 ７款２項３目の社会資本整備総合交付金事業費でございます。補正額が２,１５０万というこ

とになりまして、工事請負費として掲げておりますように、工事費、通学路対策町内一円が

１,６５０万と、それから通学路の対策、ゾーン３０でございます。こちらに、６００万円を新

たに計上させていただいております。 

 次のページをはぐっていただきまして、２８ページのほうでございます。 

 ７款３項２目の公共下水道費でございまして、こちらのほうにつきましては、６,３９４万

８,０００円を追加をお願いしております。主なものといたしましては、２５節の積立金といた

しまして、７,０００万５,０００円を下水道施設整備金として積み立てを考えておるところでご

ざいます。 

 それから、２９ページのところの、７款７項１目の公園管理費でございます。３１万６,０００円

の追加でございまして、これは、大刀洗公園の中の電灯等が５基ぐらい壊されておりましたので、

それに伴う修繕として５５万３,０００円を計上させていただいております。 

 飛ばしまして、３３ページのほうお願いしたいと思います。 

 ３３ページの、９款６目４項の運動公園管理費でございます。４４万１,０００円の追加とい

う形で、これは運動公園内遊具等の修繕費として、今回緊急を有するものだけを予算計上させて

いただいているところでございます。 

 それから、最後の、１１款１項の２目の利子については、長期債の利子として、一応額のほう
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がもう確定しましたので、５７８万６,０００円を減額をさせていただいてるところでございま

す。 

 それでは、歳入のほうに入らせていただきたいと思います。歳入につきましては、９ページか

らでございます。 

 まず、２款の地方譲与税、それから、その中の自動車重量譲与税、それから、７款の自動車取

得交付金等につきましては、一応額が確定しましたためにこの額を計上させていただいておりま

す。 

 ９款の地方交付税につきましては、今回、普通交付税につきましてが、一応全額計上させてい

ただいておりまして、こちらが約２,４４９万６,０００円。 

 それから、特別交付税につきましては、今回、６,０００万円ほどを追加させていただきまし

て、例年ですと、あと２億円ぐらい、昨年はあってますので、まだ５,０００万円ぐらい入る予

定かと思っております。 

 それから、次の、１１款の分担金及び負担金につきましては、先ほど説明したように、両筑土

地改良区の分の分担金は、直接、県のほうに払っておりますので……。工事減。済いません。工

事減による減額だそうです。工事減によりまして、この分、入ってきてないということでござい

ます。 

 それから、１３款１項の民生費負担金でございます。４１９万５,０００円の減額になってお

りますけれども、内訳としましては、１節の社会福祉負担金につきましては、また新たにそれぞ

れ負担給付費がふえておりますので、県のほうから障害者自立支援給付費負担金と障害者施設支

援措置費については増額となっております。４分の２の補助でございます。 

 続きまして、次のページの１０ページをお願いいたします。 

 １３款２項１目の民生費国庫補助金の減額の７１１万７,０００円でございます。これについ

ては、２節の児童福祉費補助金については、県のほうへ振りかえておりますので減額となってお

ります。 

 それから、次の、３目の土木費国庫補助金は、１,５００万円の補正でございまして、先ほど

申しましたように、社会資本整備総合交付金が補正予算で措置されましたので、１０分の６を計

上させていただいております。 

 それから、１３款３項４目の教育費委託金につきましては、これは県費のほうから逆に国費の

ほうに２５万円を組みかえておるところでございます。 

 １４款１項１の民生費県負担金でございます。１節の社会福祉費負担金につきましては、これ

は国費のほうから県費のほうに切りかえをしている部分でございます。 

 それから、１４款２項１目の総務費県補助金でございます。これにつきましては、１,０５１万
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８,０００円を追加をさせていただいておりまして、１つが地域のきずなづくり推進事業補助金

といたしまして、先月の２月の２７日に、地域フォーラムということで椎川先生のほうを講師に

お招きした部分が、県の補助対象になりましたので、３５万円を追加をいたしております。 

 それから、再生可能エネルギー等の導入推進事業負担金です。これは、庁舎の太陽光発電を設

置することに伴いまして、一応、額が確定しましたので、１,０００万円ほど増額をさせていた

だいているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 １４款２項２目５節の児童福祉費補助金につきましては、国から県への補助金の組みかえとい

う形で、下から２つが組みかえでございます。真ん中の保育士処遇改善臨時特例補助事業は

１０分の１０で、３４１万１,０００円ほど来ております。 

 それから、次の、３目の衛生費負担金補助金については、新たな事業という形で１１６万

９,０００円を計上させていただいております。内容は、説明に書いてあるとおりでございます。 

 それから、１５款１項２目の利子及び配当金で８５０万。これは、基金の利子を、それぞれの

説明に掲げてるとおり、予算を計上させていただいてるところでございます。 

 １７款の２項１目基金繰入金につきましては、全額を減額させていただいております。１億

９,０７２万８,０００円、繰り入れしないところで、今回財源が確保できたために減額をしてお

ります。 

 それから、次のページの１４ページです。 

 こちらについては、１８款１項１目の繰越金という形で、前年の繰越金を全額、１億９,５０５万

２,０００円ほど計上させていただいております。 

 それから、２０款１項４目の土木債につきましては、総額では８６０万の減額でございますけ

ど、内容といたしましては、２５年度の補正予算に伴います公共事業債が８００万円と、地方道

路等の整備事業債については１,６６０万円を減額をさせていただいております。 

 歳入は以上でございまして、あと、繰越明許のところをちょっと説明させていただきたいと思

います。 

 ５ページのほうのところに、第２表として繰越明許費を上げております。こちらにありますよ

うに、２款１項の総務管理費の無停電源装置取替費、それから、最後のほうの、７款２項道路橋

りょう費の社会資本総合整備交付事業まで、一応７事業につきまして、２６年度へ繰り越すよう

にいたしております。総額といたしましては、３億２,０９０万８,０００円でございます。 

 次のページに、第３表に、地方債の補正という形で計上させていただいております。まず、変

更につきましてでございます。こちらに４事業ほど計上させていただいております。公共事業債、

それから緊急防災災害事業、地域活性化事業、それから一般事業という形で、それぞれ事業の確
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定に伴いまして起債に充当できる額が確定いたしましたので、１,９１０万円ほど減額いたしま

して、１億７,４８０万円で合計はなっております。 

 それから、２番目の廃止でございます。地方道路等整備事業債につきましては、１,６６０万

円ほど当初計画しておりましたけども、額も小さいということと、また財源的に対応できたとい

うことで、今回起債はかからないようにいたしたところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第１６号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第２２、議案第１６号平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１６号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。渡邊健康福祉課長。 

○健康福祉課長（渡邊 康弘）  健康福祉課の渡邊でございます。 

 それでは、議案第１６号平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

 補正の額は、先ほど読み上げありましたように、歳入歳出それぞれ３,０３３万５,０００円を

追加するものでございます。 

 ６ページで、歳出のほうから御説明をしたいと思います。 

 主なものとしまして、２段目の、１款総務費２項徴税費賦課徴収費でございます。こちらにつ

きましては、現在、税務課のほうで滞納整理に当たっていただいている嘱託の方について、現在、

週１回来ていただいておりますので、社会保険もつかないということで、その分について減額を

しているものでございます。当初予算が３１８万５,０００円で、減額の１３０万８,０００円で、

１８７万７,０００円にするものでございます。 

 次に、第２款保険給付費第１項療養諸費の第１目一般被保険者療養給付費でございます。こち
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らにつきましては、療養給付費の不足ということで３,０００万円を補正いたしまして、合計の

９億１９９万７,０００円にするものでございます。 

 次に、第２款保険給付費第４項出産育児諸費の１目出産育児一時金でございます。こちらにつ

きましては、予測として２名分不足ということで、８４万円を補正いたしまして、１,００８万

円とするものでございます。 

 それと、次に、第８款保健事業費第１項特定健康診査等事業の１目特定健康診査等事業費でご

ざいます。こちらにつきましては、事業の完了と一般会計との補助金の調整もありましたので、

１９万２,０００円の増で、１,１９３万４,０００円とするものでございます。 

 それと、次のページ、７ページをお願いいたします。 

 ７ページ、第９款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目の償還金でございます。こちらは、

２４年度の額の確定によりまして、療養給付費等交付金の返還金として６０万５,０００円を補

正いたしまして、２,０６０万５,０００円とするものでございます。 

 続きまして、歳入、５ページになります。 

 歳入の財源としましては、まず、９款繰入金１項の他会計繰入金で、一般会計繰入金のほうは、

補正の減額の７４万２,０００円。これは、国保の職員等の職員減額によるものでございます。

減額が１３０万２,０００円。それと、先ほどの助産費等繰入金のほうが３分の２繰り入れしま

すので、５６万円を繰り入れをします。 

 それと、次に、１０款繰越金１項繰越金１一般被保険者繰越金。こちらの予算を３,１０７万

７,０００円補正しまして、３,１３４万６,０００円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。どうぞ御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第１７号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算

（第３号）について 

○議長（長野 正明）  日程第２３、議案第１７号平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別

会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 

〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１７号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）につい
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て 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。渡邊健康福祉課長。 

○健康福祉課長（渡邊 康弘）  それでは、続きまして、議案第１７号平成２５年度大刀洗町後期

高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ６３９万７,０００円を追加するものでございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。歳出のほうから御説明いたします。 

 まず、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費でございます。こちらは、職員の異動に伴う

給与の増減でございます。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金第１項後期高齢者医療広域連合納付金１目後期高齢

者医療広域連合納付金でございます。こちらは、今年度の額の確定によりまして、６５０万

３,０００円を補正いたしまして、１億６,６８７万８,０００円とするものでございます。 

 続きまして、上のページ、５ページの歳入でございます。 

 まず、１款後期高齢者医療保険料第１項後期高齢者医療保険料２目普通徴収保険料。こちらを

２５６万１,０００円補正しまして、これは実績に基づきまして、合計を４,７８０万９,０００円。

内訳としまして、現年分が１５２万円、滞納繰り越し分を１０４万１,０００円を補正するもの

でございます。 

 次に、第３款繰入金第１項一般会計繰入金１目事務費繰入金。こちらは、事務費の精算により

まして、１０万６,０００円の減額となっております。 

 次に、第４款繰越金第１項繰越金の第１目繰越金。こちらを３９４万２,０００円補正いたし

まして、４０２万２,０００円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第１８号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第２４、議案第１８号平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補正

予算（第３号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良企画監。 
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〔総務課企画監朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１８号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  それでは、議案第１８号平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計補

正予算（第３号）について御説明いたします。 

 まず、お手元の資料１ページをごらんください。歳入の欄でございます。 

 補正前は、６億９,５３４万８,０００円でございます。補正額３０７万３,０００円を補正し

まして、合計の６億９,８４２万１,０００円でございます。 

 詳細につきましては、７ページをごらんください。 

 歳入の部で、まず、１款の分担金及び負担金の欄でございまして、１目下水道事業費負担金、

これが下水道事業負担金として１６０万円の増額。それと、滞納繰り越し分として３０万円の増

額。これは、収入実績により増額をしております。合計１９０万円の増額をいたしております。 

 次に、２款使用料及び手数料の２目公共下水道使用料でございます。これも、収入実績により

増額をしておりまして、公共下水道使用料滞納繰り越し分として２００万円を増額をしておりま

す。 

 次に、３款繰入金。これは、一般会計繰入金ということで、下水道特別会計の中で一般会計よ

り調整を行いまして、繰入金をしている分でございまして、今回はその繰入金を１,０８２万

７,０００円を減額をしております。 

 ６款町債１目下水道事業債。これにつきましては、まず、流域下水道事業債としてはマイナス

の８２０万円を減額しておりますけども、追加として、これは高樋西部開発の管渠工事として、

下水道事業債として公共下水道債として８９０万円を計上しております。差し引きの７０万円の

増額をしております。 

 最後に、７款国庫支出金でございます。１目下水業事業国庫補助金。これは、９３０万円を増

額しております。 

 次に、歳出でございます。２ページをごらんください。 

 補正前が、６億９,５３４万８,０００円、補正額３０７万３,０００円、差し引き、計の６億

９,８４２万１,０００円でございます。 

 詳細を申し上げます。８ページをごらんください。これについては、主なものを申し上げます。 

 まず、中段の、２款公共下水道費の１目一般管理費の中の１９節負担金、補助金及び交付金の

中で、筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理負担金として、３３７万５,０００円を増額をし
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ております。これにつきましては、当初の流入予定よりも流入量が増加した。要するに、加入世

帯がふえたということで、この３３７万５,０００円を増額です。 

 次に、２目公共下水道整備費としまして、１３節委託料９００万円。これは、高樋の西部開発

区域の中で、管路施設等の実施設計業務委託料ということで９００万円を組んでおります。 

 次に、１５節工事請負費９７０万円。これも同じく、高樋西部開発区域内の本工事として

９７０万円を組んでます。ただし、この委託費９００万円と工事費９７０万円につきましては、

平成２５年度補正予算で計上しておりまして、本年度ではなくて、２６年度に繰り越す予定にし

ております。 

 以上です、歳出につきましては。それと、３ページをごらんください。 

 繰越明許費についてでございます。先ほど申し上げましたように、平成２５年度の補正予算と

して、高樋西部開発区域の下水道整備事業として、平成２５年度に補正予算を申請しまして、事

業費として平成２６年に繰り越す分でございます。内訳としましては、設計業務委託料として

９００万円、工事費として１,３００万円の計２,２００万円を計上しております。 

 次に、地方債の補正につきまして、４ページをごらんください。 

 １、追加の分の地方債として、平成２５年補正を申請しまして、国庫補助金と受益者負担金を

差し引いた町負担額８９０万円を追加で補正しております。 

 次に、２、変更としまして、地方債の変更として、下水道事業債の１,９２０万円を８２０万

円減額しまして、１,１００万円に変更しております。理由としましては、筑後川中流右岸流域

下水道事業建設負担金、要するに福童浄化センターの建設工事が、当初予算よりも少なかったた

めに減額になったものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。１１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  ８ページの、２款１項２目の公共下水道整備費ですね。これで、

今度、補正が１,８７０万円と。内訳が、委託料で９００万円と、それから工事請負費で

９７０万円。この管路施設等が入ってますから、管路と構造物があると思いますけど、いわゆる

委託料が半分は委託料ちゅうことですけども、これは前回の分が不足してあったのか、それとも、

今回の分に複雑な構造物があるのか。そこら辺、ちょっと内容を教えていただかないと。普通は、

大体、工事に出して、多くても２割から３割が委託料なんで、工事費が２,０００万円やったら、

大体幾ら多くても４００万円か３００万円ぐらい。そこら辺、ちょっと教えてください。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  それでは、山内議員の御質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおりに、工事費について委託料が高いと思われると思いますけども、実際のここ
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の高樋西部開発区域においての工事費としては、今回は９７０万円を計上しておりますけども、

２６年度として約２,０００万円を計上しております。合計の工事費としては、３,０００万円を

計画しております。その中の委託費として９００万円が計上されてるわけでございます。 

 工事の内容としましては、高樋西部の開発区域１２ヘクタールのうちの、今回４ヘクタールが

工事が終わって、開発行為が終わっております。残り８ヘクタールが今後の開発予定になってお

りまして、この工事が終わった４ヘクタールにつきまして、平成２５年度より下水道区域の変更

ということで都市計画区域の変更をやっております。その下水道区域の変更が終わりましたので、

今回、２６年度として下水道の事業を、国の補助金をもらいながら施工していく予定でございま

すので、２５年度補正と２６年度の事業費を合わせると、約４,０００万円。そのうちの工事費

が、３,０００万円もしくは３,１００万円という状況でございます。 

 以上で終わります。 

○議長（長野 正明）  １１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  大筋わかりましたけど、そうしますと、下水道区域とか、そうい

う事務的な守備範囲を決める等も入れてからの委託料と理解しとっていいんですかね。 

○議長（長野 正明）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  御質問にお答えいたします。 

 下水道区域の変更については、また別途委託をしておりますので、今回の４,０００万円とい

う工事は、業務委託費が９００万円と、管工事費が約３,０００万円でございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第１９号 平成２６年度大刀洗町一般会計予算について 

日程第２６．議案第２０号 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２７．議案第２１号 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算につい

て 

日程第２８．議案第２２号 平成２６年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

日程第２９．議案第２３号 平成２６年度大刀洗町土地取得特別会計予算について 

日程第３０．議案第２４号 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

○議長（長野 正明）  日程第２５、議案第１９号平成２６年度大刀洗町一般会計予算についてか

ら、日程第３０、議案第２４号平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算についてまで、以
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上６件については関連がありますので、これを一括議題といたします。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。 

 それでは、日程第２５、議案第１９号から順次提案理由及び内容の説明を求めます。山本総務

課長。 

○総務課長（山本  浩）  それでは、議案第１９号の平成２６年度大刀洗町一般会計予算につい

てから、議案第２４号大刀洗町下水道事業特別会計予算についてまでは、議案書の朗読によって

提案にかえさせていただきたいと思います。 

 なお、内容の説明につきましては、全議員の委員で構成されます予算特別委員会が設置された

後、その中で説明させていただきます。それでは、まず、一般会計から朗読をいたします。 

 議案第１９号平成２６年度大刀洗町一般会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５億７,０５５万

８,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

 （地方債）第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。 

 （一時借入金）第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、２億円と定める。 

 （歳出予算の流用）第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 続きまして、特別会計の予算つづり書があるかと思いますので、こちらのほうをごらんいただ

きたいと思います。まず、ピンクの表紙、国民健康保険の特別会計予算書になっております。

１ページはぐっていただいたところからです。 

 議案第２０号平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億８０２万５,０００円
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と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 （一時借入金）第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入額の

最高額は、５,０００万円と定める。 

 （歳出予算の流用）第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 続きまして、オレンジ色の後期高齢者医療保険特別会計の予算書でございます。１ページはぐ

っていただきまして。 

 議案第２１号平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億７,８８９万

３,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 続きまして、黄色の表紙のほうに、大刀洗診療所特別会計予算書があるかと思います。１ペー

ジはぐっていただきまして。 

 議案第２２号平成２６年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０４万３,０００円と

定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 （一時借入金）第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入額の

最高額は、５,０００万円と定める。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 それから、緑の表紙があるかと思います。土地取得特別会計の予算書でございます。１ページ

はぐっていただきまして。 

 議案第２３号平成２６年度大刀洗町土地取得特別会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４１万円と定める。 
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 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 最後になります。ブルーの表紙があるかと思います。下水道事業特別会計予算書でございます。

１ページはぐっていただきたいと思います。 

 議案第２４号平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算。 

 平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億８６５万２,０００円

と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 （地方債）第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 （一時借入金）第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ

の最高額は、１,０００万円と定める。 

 （歳出予算の流用）第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成２６年３月６日提出、大刀洗町長安丸国勝。 

 以上、特別会計まで含めて６会計でございます。朗読により提案にかえさせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  それでは、お諮りいたします。 

 日程第２５、議案第１９号平成２６年度大刀洗町一般会計予算についてから、日程第３０、議

案第２４号平成２６年度大刀洗町下水道事業特別会計予算についてまで、以上６件につきまして

は、全議員の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。したがって、日程第２５、議案第１９号平成２６年

度大刀洗町一般会計予算についてから、日程第３０、議案第２４号平成２６年度大刀洗町下水道

事業特別会計予算についてまで、以上６件につきましては、全議員の委員で構成する予算特別委

員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 なお、予算特別委員会は、３月１０日月曜日、議会散会後に協議会室で開会いたします。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（長野 正明）  以上で本日の議事は全部終了しました。 

 本日はこれで散会といたします。 

散会 午後３時17分 

────────────────────────────── 


